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第 14回同時市場の在り方等に関する検討会 

 

日時 令和７年３月 24日（月）15：00～18：15 

場所 対面（電力広域的運営推進機関第二事務所会議室Ｏ）兼オンライン開催 

 

１．開会 

 

○長窪調整官 

 定刻となりましたので、ただいまより第 14回同時市場の在り方等に関する検討会を開催

いたします。 

 委員及びオブザーバーの皆様方におかれましては、ご多忙のところご参加いただき、誠に

ありがとうございます。なお、五十川委員におかれましては、本日、途中出席とのご連絡を

いただいております。 

 本日の検討会についても、広域機関第二事務所での対面とオンラインの併用にて開催し

ております。Ｗｅｂでの中継も行っており、そちらでの傍聴も可能となっております。 

 議事に入る前に、今回の検討会から、一般社団法人電力需給調整力取引所の福元事務局長

にオブザーバーとしてご参加いただきますので、一言ご挨拶をいただきます。 

○福元オブザーバー 

 一般社団法人電力需給調整力取引所の福元でございます。今回から、オブザーバーで参加

させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。 

 同時市場という大きな制度変更ではございますけれども、需給調整市場の市場運営者の

立場として、同時市場の在り方の検討に貢献できるように、しっかりと努めてまいります。

本日よりどうぞよろしくお願いします。 

○長窪調整官 

 それでは、以降の議事進行は金本座長にお願いいたします。金本座長、よろしくお願いい

たします。 

 

２．議題 

（１）同時市場の制度に関する論点について 

 

○金本座長 

 それでは、お手元の議事次第に沿いまして、これから議論に入りたいと思います。 

 なぜか鼻と喉をやられておりまして、風邪ではないと思うんですが、お聞き苦しくて失礼

いたします。 

 それでは、本日は５点の議題についてご議論をいただきたいと思います。 

 まず議題１は、同時市場の制度に関する論点についてでございます。本件につきまして、
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事務局の資源エネルギー庁のほうから資料３の説明をいただきます。よろしくお願いいた

します。 

○長窪調整官 

 資源エネルギー庁の長窪でございます。 

 資料３につきまして、ご説明させていただきます。資料３は「同時市場の制度に関する論

点について」と題する資料でございます。 

 本日の議論でございますけれども、本日は、前回の検討会において、今後の検討会で議論

が必要ではないかという論点につきまして、若干の頭出しをさせていただき、方向性につい

てのご議論をいただいたところでございます。その論点につきまして、これからこの検討会

で一定の結論を出していきたいと考えておりまして、その前提として、本日は、各論点の課

題または検討の方向性について、ある程度事務局として深掘りをしてみたというところで

ございます。 

 このため、本日お示しした論点について、この後の質疑応答の時間では幅広くご議論いた

だければと思っております。 

 本日、議題がたくさんございますので、必要な部分に絞ってご説明させていただきます。 

 まず一つ目、大分類といたしましては、売り入札の義務の在り方、入札方法と、売り入札

に関する論点です。前回の検討会では、今表示しております５ページに記載したようなご議

論を主にいただいたところでございます。 

 まず、その中で小項目として、論点の一つ目が、自己計画電源の入札方法です。 

 これは、もともとセルフスケジュール電源と言われていたものについて、自己計画電源と

いうふうにこの検討会では改めて定義をいたしまして、発電事業者が電源起動を自ら確定

させる電源ということでございます。この自己計画電源について、この市場への入札を必須

とするか、それとも市場外で取引をしていただいて、市場に対しては発電計画との情報登録

のみ行えばよいかというような点が、この検討会の前身の作業部会から論点となっていた

ところでございます。この点につきましては、自己計画電源について余力がある場合には、

必ず市場に供出をしていただくというような制度設計になった場合には、基本的には①の

場合であっても②の場合であっても、ＳＣＵＣ計算処理の結果は同じ結論になるであろう

というようなことでございまして、そのため、これまでは基本的にはどちらでもよくて、設

計上やりやすいほうでいいのではないかというようなことでご議論いただいたところでご

ざいます。 

 この点について、もう少し考えてみますと、相対取引がひもづくような自己計画電源につ

いて、同時市場への入札を必須とする場合にどういうことが起こるかというと、事業者、当

事者間では、相対契約を締結して取引を行っている上に、さらに市場との間でも電力の取引

や決済が必要となるという点が②と比べた場合の①の違いなのかなというふうに思ってい

るところでございます。 

 選択肢②の方法はどうかといいますと、こちらについては、自己計画電源について、その
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自己計画電源についても、一定の場合には制約に服する必要があるというのがこの検討会

の整理でございますから、その制約をどういうふうに及ぼしていくべきかという点につい

て検討が必要かなというふうに思っております。 

 この自己計画電源の制約と申しますのは、現在でも、需給バランスの観点から出力制御等

が行われる場合には、優先給電ルールというような形で行われていきますので、市場に入札

をするか、市場外で取引をするかで扱いが分かれるというのは公平性の観点からよろしく

ないというふうに思っておりまして、要は市場外で取引される電源についても、市場に入札

されたものと同じように、その制約を及ぼしていく必要があるんだろうというふうに考え

ております。 

 結論といたしましては、選択肢②を認める場合であっても、自己計画電源の発電計画を登

録していただく場合には、市場への入札と同じような電源の情報を入れていただく必要が

あるということですとか、様々な仕組みを検討する必要があるのかなというふうに思って

おります。 

 以上のようなことを考えながら、この自己計画電源の入札方法については検討していく

必要があるのかなと思っております。 

 次に、論点の２番目が、自己計画電源入札が制限される場合の考え方でございます。 

 このページ、「自己計画電源入札」というふうに書いてありますが、先ほどの選択肢①、

②の入札の場合にだけ当てはまるというものではなくて、登録をする場合でも、同じように

自己計画電源としての入札または登録が制限される場合の考え方でございます。 

 自己計画電源については、これまで何度も繰り返してきたとおり、安定供給や適正な取引

の確保の観点から、一定の制約に服することが必要というふうにしてきたわけでございま

して、ただ、それを具体的にどういう場合に制約に服することが必要かというのは、今後の

課題ということになっていたところでございます。このため、この点について具体化をして

いく必要があるというところでございます。 

 詳細は本日の後半の資料、資料６のほうで取り扱いますので、どうやって具体的に制限す

るかというところのご説明はそちらに譲らせていただきますが、一つ留意点といたしまし

ては、この自己計画電源の入札または登録というものは、もともと発電事業の予見性確保の

ために認めようということになったものですから、入札または登録してみたら初めて駄目

だったことが分かるというのでは、その予見性確保の趣旨を果たさないというふうに思っ

ておりまして、その自己計画電源入札または登録が制約される場合については、事前にお示

しをしていく、そういう仕組みをつくることが必要なのだろうというふうに思っておりま

す。 

 また、可能であれば、直前ではなくて、もう年間単位で、どの時期にどの地域で自己計画

電源のご入札、または登録が制限される可能性が高いかというような見通しを示すことが

できますと、これはその無用な自己計画電源入札が増えないということにもつながると思

いますし、また発電事業者の皆様の発電計画や燃料の調達計画の策定にもメリットがある
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のではないかというふうに思っております。 

 論点の３番目が、運転パラメータの登録でございます。 

 これは同時市場で計算処理を行う上では、Ｔｈｒｅｅ－Ｐａｒｔ情報だけではなくて、起

動時間ですとか出力容量とか稼働時間等の運転パラメータも登録していただく必要がある

というところでございます。 

 この点につきまして、これまでは起動時間を例に取って、その起動時間というのはマシン

のスペック上、その電源の仕様・性能上、起動時間というのはある程度決まっているわけで

はございますけれども、じゃあ、実際にその電源が何時間後に起動できるのかというような

ことについては、その電源がどのくらい今冷えてきているのかみたいなものにもよるので、

時々刻々と変化すると。そうすると、運転パラメータの登録といっても、簡単ではないとい

うようなご意見をいただいていたところでございます。 

 また、その電源の仕様・性能上の起動時間というものがあるとしても、実際には発電事業

者は、起動するために人員配置等をしなくてはなりませんので、そうすると必ずしも起動時

間どおりの起動が可能なわけではないというようなこともご意見をいただいていたという

ところでございます。 

 この点を踏まえまして、これまでの事務局のご提案といたしましては、運転パラメータの

登録については、発電事業者の皆様に一定の裁量を認めることが必要ではないかというよ

うなことを提案させていただいていたところでございました。ただ、ここは裁量を認めると

いっても、では、どの程度の裁量を認めるかというのはなかなか一概には決められない問題

ですし、また、仮にその裁量を認めたとしても、運転パラメータの登録をちょうどよくして

いくというのは非常に難しいのですというようなご意見をいただきましたので、そうする

と考え方を変えまして、運転パラメータについては、原則として電源の仕様とか性能に基づ

いて登録をしていただいて、それで約定結果に従った起動ができるということであればそ

れでいいんですが、約定結果に従った起動ができないという場合には、その旨を連絡してい

ただいて、個別に調整をする仕組みというようなものを設けたほうがよいのではないかな

ということも考えているところでございます。 

 個別に調整するというのは、例えば一つのイメージでございますが、その約定結果どおり

の時間には給電が無理ですというようなことをご連絡いただいて、じゃあ、いつだったら起

動が可能なのかというのをご連絡いただいて、時間前同時市場の断面でそれに基づいて電

源態勢を補正すると。こういったようなことが、一つ考えられるのではないかなというふう

に考えているところでございます。 

 論点の４番目は、火力電源以外の入札方法というところでございまして、この点は、これ

まで主に火力電源を念頭にＴｈｒｅｅ－Ｐａｒｔ Ｏｆｆｅｒについて検討してまいりま

したので、それ以外の再生可能エネルギーＤＲ等についても、入札または登録情報としてど

のような情報を求めるかという検討は必要かなというふうに思っております。 

 この点につきまして、例えば北米のＰＪＭにおいては、Ｔｈｒｅｅ－Ｐａｒｔ情報のうち、
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増分費用や起動費の一部が適用されるというふうにされているところでございまして、こ

ういった事例も参考にしながら検討を進めてはどうかというふうに思っているところでご

ざいます。 

 もう一つは、相対契約で調達した電力に余剰が出たような場合にも、これは市場で売って

いく必要があるというふうに思いますので、その売り方についても検討が必要かなという

ふうに考えております。 

 基本的には、その場合には量と価格を登録する形で入札をしていくのかなというふうに

思っておりますが、そのＳＣＵＣの関係等も含めまして、もう少しこの点は整理が必要かな

と考えております。 

 論点の５番目は、電源の週間運用や前日以前の起動、前日以前に行う起動の仕組みでござ

います。この点は前回の検討会でも、検討が必要ではないかというようなことで論点という

ふうに記載させていただいているところでございます。 

 電源の週間運用につきましては、考え方としては、これまでも技術検証のほうで週間ＳＣ

ＵＣというものを検証しておりますとおり、週間で、まずＳＣＵＣを行って計画を立てて、

必要に応じてその計画に基づいて前日市場の制約条件等を設定するというような形で習慣

運用を行う仕組み自体はつくることが可能なのかなというふうに思っております。 

 また、その前日段階では起動が間に合わないような一部の石炭火力のような電源につい

ては、需給逼迫状況なども加味して、例えば前々日やその前の日といったような断面で今起

動しないと間に合わないということになったら、その指令が行われて、その指令に基づいて

発電事業者が起動をしていくというような仕組みをつくるということになるのかなという

ふうに思っております。そのように起動された電源については、前日市場で約定するという

ふうに思いますので、これまでも整理をしているとおり、前日使用で約定された電源につい

ては、アップリフトという形で取り漏れのない起動費の回収を図りましょうということに

なっておりますから、そのような形で起動された電源についても、発電費用の適正な回収と

いうのは図れるのかなというふうに思っております。 

 というふうに考えてみますと、決まっていないところとしては１か所でございまして、要

はその前々日以前に、誰かが今から立ち上げるのが必要で立ち上げてくださいというよう

なことを指令するこの仕組みと、あと誰が実際に指令をするのかということについては、現

在の仕組みでは送配電ということになるわけですけれども、同時市場になった場合にどう

するかというのは検討が必要な部分かなというふうに思っております。 

 売り入札は以上でございまして、次が買い入札に関する論点ということでございます。 

 まず１点目が、買い入札の方法ということでございまして、これは売り入札のほうはＴｈ

ｒｅｅ－Ｐａｒｔ Ｏｆｆｅｒで入札をするということになっていますが、買い入札の方

法については、あまり明確に議論をしておらなかったので、今回ご議論いただきたいという

ものでございます。 

 今のＪEＰＸでは、買い入札についてはエリアを特定して、コマごとに量と価格を入札し



6 

ていただくというやり方になっております。この点は同時市場になっても、基本的な入札の

在り方というのはそれほど変わらないのかなというふうに思っておりまして、エリアコマ

ごとに希望する量と価格を登録していただくということになるのではないかというふうに

思っております。 

 一方で、同時市場になりますと、ＳＣＵＣを行うということになりまして、これは潮流計

算等を行うということになります。 

 そうしますと、このＳＣＵＣの計算の収束性、つまり買い入札、価格弾力性のある買い入

札の数をなるべく増やさないというような観点ですとか正確性、地点が特定できるものに

ついては特定していただいたほうが、より正確な約定結果になるわけですけれども、そうい

った収束性や正確性の観点からは、揚水発電のくみ上げですとか、それから発電事業者が電

源の経済差し替えのために行う事業の買い入札といったような買い入札については、地点

を特定して買い入札を入れていただくということも検討していく必要があるのかなと思っ

ております。これは、小売電気事業者が入札する一般の需要について、地点ごとに需要を把

握して入れてくださいということを求めているというものではなくて、ここで考えている

とおり、揚水発電とか経済差し替えのような場合に特定していただくことはどうかという

ような論点でございます。 

 もう一つ、買い入札といえば、相対契約がひもづく需要がある場合にそれをどうするかと

いうことでございまして、この点は、相対契約がひもづく電源について、市場外で取引をす

ることも構わないということにして、つまり市場外で取引をして市場には情報の登録だけ

でいいということにするのであれば、この部分については相対契約から調達を受けるアワ

ーですというような需要があるときに、それについて必ずしも市場に買い入札を入れなく

ても市場外で受け取りますということを情報登録していただければよいということも考え

られるのではないかということでございます。 

 次が、ＴＳＯ想定需要に基づく電源確保の論点でございまして、これは市場で約定させる

電源をどこまで取るかというような論点でございます。この点は、前回頭出しをさせていた

だいたこととそれほど大きくは変わっていないところでございますが、要するに市場で約

定させるに当たっては、事業者が想定した需要ですね。小売の買い入札の需要で市場約定さ

せていくわけでございますけれども、作業部会以降、安定供給の観点から送配電事業者の想

定需要に基づいて、電源の起動停止は決めるべきではないかというようなご意見がござい

まして、その場合、小売の想定需要よりも送配電の想定需要のほうが大きいという場合には、

余計に電源を確保しないといけませんから、その電源確保の方法ですとか費用負担の在り

方について議論が必要ではないかというところでございます。 

 大項目の４番目ですが、市場価格の算定でございます。これは、前回の検討会でもお示し

をさせていただいたとおり、アワー価格、それから調整力の価格、また、アップリフトとい

ったところについて検討が必要かなというふうに考えております。 

 まずアワーの価格については、前回の検証Ｂの資料でお示ししたとおりでございまして、



7 

それに基づいてご議論いただきたいというところでございますが、どういうことを申し上

げていたかというふうに申し上げますと、地内混雑ですね。エリア内で混雑が発生したよう

な場合には、混雑している場所とそれ以外の場所で電源態勢が変わりますから、そうすると

電源態勢の限界費用ですね、電源態勢のシャドウプライスをアワード価格にしましょうと

いう考え方を取るとすれば、その場合には幾つかのｋＷｈ価格の考え方があり得るわけな

ので、なので地内混雑が発生した場合にエリアプライスをどうするかということについて

は考えておく必要があるということでございます。 

 このときのやり方として、一つは、系統制約がない場合の出力配分結果をつくりまして、

そのシャドウプライスをエリアプラスにするというようなやり方と、またＳＣＵＣを回し

た結果、出てくる地点ごとの限界価格ですね。地点ごとの限界価格について需要で加重平均

を取ってエリアプライスにするというやり方について検証していこうということとさせて

いただいたところでございます。 

 またもう一つ、米国のＩＳＯ方式も参考という形でご紹介をさせていただいたところで

ございますが、この検討会では以前の整理のとおり、まずは現在の制度を前提とした検討を

行うというところですので、今回は１番目と２番目を検証の対象としているというところ

でございます。この点については、今後検証の結果を踏まえてご検討いただくというところ

かなと思っております。 

 ΔｋＷ価格でございますけれども、この点も、前回頭出しをさせていただいたところと考

え方としては大きく変わっているところではございません。現在はアワーの市場と調整力

の市場が別々にございますので、発電事業者としては、もう一方の市場で約定するかどうか

が分からない場合にあっては、その目の前の市場で、発電費用のトータルでの回収を図ると

いうのは、これは当然なのかなというふうに思っておりまして、そうしますと今の需給調整

市場の入札価格として、機会費用、起動費ですね。起動費と逸失利益とその他一定額という

形で回収するということは合理的なのかなというふうに思っております。 

 これと比較しますと、同時市場はアワードの市場とその調整力の市場を合わせた市場と

いうことになりますから、必ずしもΔｋＷのほうから全てを回収する必要はないと。例えば

起動費について考えますと、アワーの市場でも約定したというような電源については、アワ

ーの市場はシングルプライスオークションというふうに今は考えられておりますから、そ

うすると電源の限界費用と市場価格の間に差分があれば、その差分からも一定程度の回収

というのは期待できるだろうというようなことでございます。そういたしますと、ΔｋＷ価

格にその起動費をどう乗せるかというような考え方をするよりは、同時市場全体から適正

な収益が得られる制度ということで全体を通じて取り漏れた分をアップリフトとして回収

するという考え方にしたほうが考え方として明快なのではないかというふうに思っており

ます。その場合に、では絶対にΔｋＷで回収しなければならない費用が何かということを考

えますと、これはそのΔｋＷとして対応力をつくるためにその持ち上げたその余力の分は、

ほかのところでは回収ができないわけですから、ΔｋＷ固有の費用としては逸失利益を中
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心に考えて、このΔｋＷの逸失利益を可能であればインセンティブの観点からもシングル

プライスすることを検討していくのはどうかというふうに考えているところでございます。 

 またもう一つ、ΔｋＷ電源としての性能の違いに着目したインセンティブ設計等も重要

ではないかというようなご指摘もいただいているところでございまして、これも後半の資

料で取り扱わせていただくところでございますが、その点についても検討していってはど

うかと思っているところでございます。 

 価格に関する論点の三つ目がアップリフトということでございます。このアップリフト

については、基本的には主に起動費ですとか最低出力費用というのが、アップリフトの大部

分になってくるのかなというふうに思っているところでございますが、このアップリフト

をどういう形で最後、負担していくのかということを考えますと、基本的にはインバランス

料金やアワーの価格ですね。また、託送料金といったような形で負担をしていくということ

が考えられると思っておりまして、じゃあ、それにどういうふうに配分していくのかという

ことについては、そのアップリフトの発生原因も踏まえて、公平性等の観点から検討してい

くこととしてはどうかというところでございます。 

 それから、時間前同時市場の詳細設計というところでございます。この点については、42

ページのところで本日時点での事務局のイメージといったものを記載させていただいてお

ります。 

 まず、時間前同時市場については、開催タイミングとか回数について決める必要があるだ

ろうということでございました。この点については、現在の技術検証の状況も踏まえますと、

その時間前同時市場の計算処理というのは技術的に恐らくできそうではないかということ

を考えておりまして、そういたしますと、当初からお示ししていたようなイメージで時間前

同時市場を開催することもできるのかなというふうに思っております。 

 具体的には、例えば時間前市場を実受給の前日の夕方ぐらいに１回やりまして、当日に大

体２回ぐらいやると。さらに現在、ＢＧ制でございますから、計画修正の最後のタイミング

に合わせて売買ができるような仕組みも必要ではないかというふうに考えておりまして、

ゲートクローズ直前でＳＣＥＤですね、もはや電源の起動停止はできないわけですけれど

も、その出力を調整していくような市場も設ける必要があるのではないかというふうに考

えているところでございます。 

 ２番目の決済対象につきましては、これは ΔｋＷ価格についての考え方を踏まえて検討

していく必要があるのかなと思っておりまして、これは要は時間前市場においても、ΔｋＷ

を取引対象にするかどうかという論点でございましたが、機会費用、逸失利益、その他一定

額というところからΔｋＷ価格をつくるということにして、さらにそのΔｋＷ価格を今と

異なって、事後的にＴｈｒｅｅ－Ｐａｒｔ情報から算出していくということにした場合は、

ある電源が時間前市場でｋＷｈの市場価格が変わるのに応じて、起動供出電源とみなされ

る電源になったり、持ち下げ供出電源とみなされる電源になったりして、生産が非常に難し

くなるのではないかというようなことが指摘されていたところでございます。 
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 ただ一方で、先ほど申し上げたとおり、ΔｋＷ価格について逸失利益を中心に考えていく

と。また、その逸失利益についてシングルプライスとするというようなことを考えた場合に

は、算定方法もクリアになりますから、この点もこの後の検証の資料で取り扱うところでご

ざいますけれども、取引対象としても大きな問題にはならないのではないかというふうに

も考えられるところでございます。 

 ３点目の入札内容の変更の考え方につきましては、これは一例で言えば、今は時間前市場

でも自己計画電源として入札をすることは可能というふうにしておりますが、これがあま

り実需給の直前に、突然自己計画電源が出てくるというと、安定供給上問題があるのではな

いかというようなことも考えられるところでございまして、その入札内容の変更について

は、どの時点まで、またどんな内容まで変更していいかというのは検討しておく必要がある

のだろうと思っているところでございます。 

 ただ一方で、この点については、現在の仕組みを前提にいたしますと、なるべく幅広くな

るべくぎりぎりまで変更できたほうがいいということは変わらないのかなと思っておりま

して、この点は議論して決めに行くというよりは、今後、制度をさらにつくり込むに当たっ

て、その安定供給の観点とか、その技術的な観点を踏まえて決めていくということでいいの

かなというふうに思っております。 

 論点としては、最後の実需給に関する論点でございます。これは調整力ｋＷｈについて、

シングルプライス化としてはどうですかということで、前回、頭出しをさせていただいた論

点をもう少し、ちょっとだけ細かく説明をしたというところでございます。 

 調整力ｋＷｈについても、ｋＷｈの価格ではございますので、Ｔｈｒｅｅ－Ｐａｒｔ Ｏ

ｆｆｅｒがされるというような仕組みを前提にいたしますと、Ｔｈｒｅｅ－Ｐａｒｔ情報

から算出することが可能になるだろうというふうに考えております。もっと言えば、そのと

きの実需給断面での電源態勢のシャドウプライスを調整力のｋＷｈ価格とするということ

が考えられるのではないかということでございまして、そうすると必然的にシングルプラ

イスとなるというようなところでございます。このシングルプライスとする案でございま

すが、事務局としてはこの方向ではどうかと考えているところでございますけれども、若干

考えなくてはならない論点としては、その実需給断面、同じ実需給断面であっても上げ調整

で動く電源と下げ調整で動く電源はあるはずですので、その場合でもそのシャドウプライ

スをシングルプライスとして問題がないかということについては検討しておく必要がある

のかなというふうに思っております。 

 また、前回の検討会では、より短い時間単位の電源の動きと連動させる必要性があるので

はというようなご意見もいただいたところではありますが、30 分単位で今生産するという

仕組みになっていますから、その 30分の中で上がったり下がったりするということも十分

考えられるところではございまして、そういったような場合にも、そのシングルプライスを

することでいいかどうかということも確認をしておく必要はあるのかなとおります。 

 最後に、同時市場の導入に向けた検討でございます。この点につきましても、49 ページ
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に記載をしているとおり、前回はいろんなご議論をいただいたというところでございます。

こういった議論を踏まえまして、今回はまず同時市場の役割とか、今後の作業のファースト

ステップといったところを整理させていただきました。 

 まず、同時市場の仕組み同時市場を導入後の事業者のその計画提出等の仕組みでござい

ますけれども、これは、同時市場で市場約定の結果が出た場合には、それを発電ＢＧ、需要

ＢＧといった各ＢＧが計画の中に織り込んで計画を策定して、ゲートクローズまで計画修

正をしていくというような形になるのだろうというふうに思っておりまして、こういった

全体的な枠組みについては、現行制度と基本的な仕組みは同様なんだろうというふうに考

えております。 

 そうしますと、では今度、市場に求められる役割は何かということですが、そうしますと、

先ほどのような仕組みを前提とした場合には、同時市場が提供すべき機能というのは、基本

的には今ＪＰＸや需給調整市場が提供している機能について、同時市場が提供することが

必要になるのだろうというふうに思っております。 

 具体的には、系統情報とか調整力必要量といったような情報について、次期中給、ＴＳＯ

送配電から受け取って、また、ＯＣＣＴＯからも受け取って、それから市場約定をしていく

と、ｋＷｈとΔについて市場約定をして、その結果をアウトプットしていくと、こんなよう

なことをするのがメインになってくるのかなというふうに思っております。 

 そういたしますと、同時市場と次期中給、またはＯＣＣＴＯ等との情報連携というのは密

である必要があるというようなところでございまして、同時市場の側では、ＳＣＵＣを行っ

て約定していくということなので、常にリアルタイムの系統情報、電源情報が必要になると

いうところでございます。 

 また、同時市場における約定結果は、電源態勢を変えていくということが考えられますの

で、そうしますと、その同時市場の約定結果というのは、系統の運用者側にも常に連系をし

ていく必要があるんだろうというふうに考えていて、これがその関係性の考え方の中心に

なっていくのかなと思っております。 

 以上のようなことを踏まえまして、まず作業の進め方でございますが、同時市場がＪＰＸ

やＥＰＲＸが提供するような機能を提供しなくてはならないということなのだとすると、

まず同時市場としては、ＪＰＸ、ＥＰＲＸ、または広域機関の現在の業務や運用方法を調査

確認しまして、それで市場運営のためにどういう機能や必要でどういう業務を行わなくて

はならないか、また関係機関との間でどんな連携の在り方が考えられるかというのを整理

いたしまして、それを踏まえて導入準備の進め方を検討することとしてはどうかなという

ふうに思っております。 

 もう一方で、これは同時市場の導入作業そのものではないんですが、その同時市場を導入

するに当たっては、事業者の負担を考慮する必要があるというご意見も前回たくさんいた

だいたところでございまして、その観点からは、今考えている同時市場の仕組みを前提とし

た場合には、事業者側ではどんなシステム改修が必要となるかということについてもご意
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見をいただいて、検討に織り込みながら進めていく必要があるのかなというふうに考えて

いるところでございます。 

 長くなりましたが、資料３のご説明は以上のところでございます。よろしくお願いします。 

○金本座長 

 それでは、自由討議、質疑応答の時間に移らせていただきます。いつもどおり、会議室に

いらっしゃる方は名札を立てていただき、Ｗｅｂの方は挙手ボタンでお知らせください。順

次、指名をさせていただきます。 

 それでは、どなたかございますでしょうか。 

 河辺委員、お願いいたします。 

○河辺委員 

 東京科学大学の河辺です。 

 このたび、同時市場の制度に関する今後の論点について、おまとめいただきましてありが

とうございます。いずれの論点につきましても、ご提案のとおり進めていただければという

ふうに私は思いました。 

 二つほど、質問とコメントということになるかもしれませんが、発言させていただきたい

と思いまして、まず一つは、スライドの 25ページのところになるんですけれども、買い入

札のところで需要のノード情報というのも必要なものではないかというところでございま

して、まずＳＣＵＣを行う上で、需要がどのノードに属しているかというのを情報として持

っておくということはとても重要だと思いますので、ご検討の方向でよろしいのではない

かというふうに思うんですけれども、一つ教えていただきたいなと思ったのは、需要がどの

ノードに属しているかというところは、その系統構成によっても変わり得るものではない

かなと思いまして、ＳＣＵＣでは今、上位に電圧階級を対象に、最適化計算をやられている

と思うんですけれども、上位に電圧階級のどの変電所に属しているかというところ、これは

系統の構成を変えれば変わり得るものかなと思いましたので、これ果たして需要家側で情

報を出すということができるのか、それとも需要家側はどの需要を入札したいのかという、

その何かＩＤのようなものだけを出して、どのノードに属しているかは、これはむしろＴＳ

Ｏ側でないと把握できないようなことになるのか。ちょっとそこが分からなくなってしま

ったので、どのようにお考えなのかなというのを教えていただければというのが一つ目に

なります。 

 もう一つは、スライドの 52ページのところになりまして、ここでは運営主体の在り方と

いうことでまとめていただいたスライドになりますけれども、下のほうの図にございます

ように、この電源の起動を決めるためのＳＣＵＣ、これは主にＴＳＯの需要予測に基づいて

行うＳＣＵＣと、もう一つが価格決めのためのＳＣＵＣと二つありまして、それを両方走ら

せて、連携を取りながら、電源運用、それから生産などを行っていくというふうに理解して

いるんですけれども、そのときにこの図における①、②という両矢印の部分で、どういう連

携がされていくのかなというところも、今後もしかしたら既にそういった整理はされてい
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たかもしれないんですけど、もしまだされていないということでしたら、今後そこも整理い

ただけるとありがたいなというふうに思いました。先ほどのご説明だと、価格決めのこの黄

色の部分でのＳＣＵＣの結果に基づいて、ある程度電源の起動の計画も決まるというふう

に、その黄色から青に行くような流れがあるというようなご説明だったかなと思ったんで

すけどけども、ただ、実運用というところでは、ＴＳＯ需要に合わせてＴＳＯ側で最適化運

用を行っていくというふうに理解していますので、その流れだけで十分なのかどうかとい

うところもちょっと気になったところではありましたので、この連携のさせ方というのを

また引き続き整理いただければというふうに思いました。これはコメントになります。 

 以上でございます。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 そのほかございますでしょうか。じゃあ、オブザーバーに……。 

○福元オブザーバー 

 電力需給調整力取引所の福元でございます。スライド 53の同時市場の導入に向けた検討

の進め方についてコメントさせていただきます。 

 同時市場の導入に向けた今後の進め方としては、事務局記載のとおり、まずはＪＥＰＸ、

ＥＰＲＸの現在の業務量をしっかりと調査・確認していく必要があると思います。弊社とし

ても、協力して対応させていただきますので、連携して対応させていただければと思います。 

○金本座長 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、小宮山先生、お願いいたします。 

○小宮山委員 

 小宮山でございます。ご説明いただきましてありがとうございました。 

 資料にて、今後検討を深める項目、適切な内容になっているというふうに受け止めており

ます。 

 私からのコメントでございますけれども、市場価格の算定に関して、系統混雑発生時のｋ

Ｗｈ価格の算定に関しまして、ご記載のとおりの方向性でよろしいのではないかというふ

うに思っております。 

 基本的には、やはりこのＳＣＵＣ、ＳＣＥＤで、やはりしっかり系統制約を考慮すること

が、これ制度の趣旨でもございますので、系統制約を考慮した価格算定のほうが計算の複雑

性が増す可能性はあるかとは思いますが、実際の電源運用を反映した価格形成がやはりで

きますし、また市場参加者の皆様に対しても適切な価格シグナルを提供する面でもメリッ

トがあるかと思いますので、系統制約を考慮した価格算定をやはり軸にして、今後検討を深

める方向性が大切だというふうに認識しております。 

 その上で、恐らく今後、エリアの数や地点の数などが、やはり重要な検討課題になるとい

うふうに受け止めております。基本的には、地点の数やエリアの数は、やはり粒度を細かく
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すればするほど、より電力系統の実態を表す化学シグナルになるものと認識しております。

やはり細かい、荒い、その粒度によって価格の水準も変わり得るかと思いますので、今後、

シミュレーションの結果も踏まえながら、検討を深めていく方向性が大変大切ではないか

というふうに受け止めております。 

 私からは以上でございます。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 あとはこちらのほう、増川オブザーバー、お願いいたします。 

○増川オブザーバー 

 太陽光発電協会、増川でございます。発言の機会をいただきましてありがとうございます。 

 私のほうからは、時間前市場の考え方について、１点コメントさせていただきます。 

 事務局のほうで、前日に１回、それから当日２回程度、それから場合によっては、そのゲ

ートクローズのタイミングで売り買いができることも検討する必要があるのではないかと

いうふうにご指摘いただきました。ありがとうございます。 

 39 ページにお示しいただきましたけども、これは一例だと思うんですけれども、太陽光

発電側から見ますと、大事な９時から夕方５時ぐらいまでの間のインバランスがどうかと

いうのは非常に気になるところでして、そういった観点で言いますと、例えばですけども、

現実でできるかどうか分からないですけど、例えば６時のタイミングで、例えば９時から 13

時の取引、それから午前中の 10時のタイミングで 13時から 17時というふうなことができ

ると、この太陽光の事業者から見るとインバランスを出さずに済むような環境があるのか

なと。もちろん、いろんなほかの電源起動できるかとか、調整できるかとかというのを踏ま

えるのが大事だと思うんですけども、例えば当日の 15時ですと、18時以降ではほとんど太

陽光は発電していないので、多分あまりそこで時間を調整することはあんまりないのかな

とかと考えますと、調整はどのタイミングでいいかというのは検討いただくとありがたい

かなというのと。 

 それから、ゲートクローズのタイミングで何らかの多分大きな売買というのはできない

のは分かるんですけども、ある程度売買ができると、インバランスは減らすことができるの

かなというふうに思いました。それが太陽光発電の事業者からの視点で。 

 それからもう一つ、買い入札に関する論点でも、ご承知のとおり、電源側で買い入札する

ということも結構起こり得ると思っていまして、先ほど、時間前市場で今太陽光の場合は、

前日市場でたくさん発電すると思っていたら、当日は思ったより発電しないという場合は

買い戻すということが起こると思うので、そのときは電源で買いが入ると。しかも場所が分

かっているので、そういう場合は、どういうふうな入札が望ましいのかというのは、電源が

買い入札入れる場合の論点というのは必要かなというふうに思いました。 

 私のほうからは以上です。ありがとうございます。 

○金本座長 
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 どうもありがとうございます。 

 次は東谷オブザーバー、お願いいたします。 

○東谷オブザーバー 

 ＪＥＲＡの東谷です。本日は様々な論点について、検討の方向性まで含めて整理いただき

まして、ありがとうございます。 

 私からは、５点コメントさせていただきます。 

 １点目は、資料７ページの自己計画電源の入札方法についてです。 

 現状、市場外で取引されている相対の卸取引は、先般の電力システム改革検証の中でも、

中長期取引市場の一つとして位置づけられておりまして、これらは量・価格両面で安定的な

調達を可能とすることを主目的としていると認識しております。つまり短期のメリットオ

ーダーとは、別の目的があるということだと思います。したがって、短期のメリットオーダ

ーを追求する同時市場と、中長期取引市場はしっかりと棲み分けるべきだと考えておりま

す。 

 加えて、現行制度が米国と異なるＢＧ制であることや、本論点の本来の目的が、電源情報

の一元的な把握管理であることを踏まえ、今後検討する必要があると考えます。 

 ２点目は、資料 12 ページの自己計画電源入札が制限される場合の考え方についてです。 

 自己計画電源であっても、安定供給の観点からも、一定の制限をかけることに異論はあり

ませんが、自己計画電源は任意で設定できるとはいえ、何らかの事情により価格を市場に委

ねる代わりに、起動及び一定の出力を確定するというものですので、制限は安定供給上、真

にやむを得ない場合に限定されるべきではないかと考えております。この点、先般、広域予

備率に紐づく容量市場のリクワイアメントの供給力提供通知が頻発されたように、実態と

かけ離れた需給の見立てによって、この制限が過度に発動されることのないように、ぜひご

留意いただきたいと思います。 

 ３点目は、資料 23ページの電源の週間運用・前日以前の起動の仕組みについてです。 

 本論点について、前回の検討会での意見を踏まえて、追加いただきまして誠にありがとう

ございます。今後、非効率石炭火力を中心にｋＷｈを抑制して、ｋＷを維持していくという

方針が示されている中で、供給力として一定程度貢献していくためには、このような仕組み

が必要であると考えております。 

 先行起動に伴う費用回収については、資料に記載のとおり、基本的には前日市場で回収す

るという方向かと思いますが、レアケースとして、作業会の取りまとめにも記載のとおり、

前日市場で約定しなかった場合の回収の考え方についても整理しておく必要があると考え

ます。 

 ４点目は、資料 35ページのΔｋＷ価格算定方法についてです。 

 ΔｋＷ価格を構成する三つの要素のうち、現状、機会費用と逸失利益の部分を中心にシン

グルプライス化に向けた検討が進められていると認識しております。 

 一方、その他（一定額）の部分については、Ａ種電源の固定額であれば、事後的に織り込



15 

み可能との検証結果が示されておりますが、取扱いがまだ明確に定まっていないと認識し

ておりますので、この点についても、引き続きご検討をお願いいたします。 

 最後、５点目は、資料 42ページの時間前同時市場についてです。 

 開催頻度については、資料に記載のとおり、取引機会と実務負担のバランスが重要と考え

ております。今回、一つの案をお示しいただいておりますが、事業者側でどのような対応が

必要になるのか、もう少し具体化していただき、引き続き事業者の意見も踏まえながら検討

を進めていただければと思います。 

 また、以前から申し上げているとおり、時間前市場における取引対象について、前日同時

市場の約定結果を尊重し、その差分のみを対象にするのか、あるいは前日同時市場の約定分

も含めて対象にするのか。その場合、前日同時市場約定結果の対価の扱いをどうするのかに

ついても整理が必要であると考えております。 

 以上になります。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは次、新川オブザーバー、お願いいたします。 

○新川オブザーバー 

 ありがとうございます。監視等委員会、新川でございます。 

 同時市場の制度に関する論点に関して、幅広くおまとめいただきましてありがとうござ

います。 

 私からは１点、資料 29ページでございますけれども、ΔｋＷ－Ⅰというものについて記

載されております。ＴＳＯ想定需要に基づき追加起動された電源、すなわち ΔｋＷ－Ⅰに

ついては、小売事業者の需要予測誤差に対応する性質のものでございまして、安定供給の観

点からは必要な調達であるものの、過剰に調達されれば、託送料金の負担増につながるおそ

れがあるものと認識いたしました。このため、小売事業者が需要予測を適切に行うインセン

ティブ設定が必要と考えまして、ΔｋＷ－Ⅰの負担を事業者負担の観点から、需要予測を外

した小売事業者に、その一部を求めるのも一案であると考えておりまして、合理的な負担方

法の検討をお願いしたいと思っております。 

 また、ＴＳＯによるΔｋＷ－Ⅰの調達は、コスト効率的なものであることが必要であるこ

とから、市場の状況によっては市場外での調達も可能な余地を設けるなど、柔軟な制度設計

をお願いできれば幸いでございます。 

 以上でございます。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 次は西浦オブザーバー、お願いいたします。 

○西浦オブザーバー 

 ありがとうございます。声は届いておりますでしょうか。 
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○金本座長 

 聞こえています。 

○西浦オブザーバー 

 ありがとうございます。今回お示しいただいた具体的な論点につきましては、基本的に違

和感はございませんし、今後議論を深めていければと考えております。 

 本日の時点では、２点コメントさせていただこうと思います。 

 まず一つ目は、１の売り入札に関してですけれども、論点④で触れていただいている再エ

ネを含む火力電源以外の入札方法等についてですが、再エネ電源については市場で販売し

ていくものと、コーポレートＰＰＡのような相対契約がひもづくものがあると考えられま

す。特に最近は、コーポレートＰＰＡ案件が急速に増え始めていると認識しております。こ

のコーポレートＰＰＡのような相対契約がひもづくものについては、論点１あるいは２の

ような論点も出てくると考えられますけれども、今後これらの論点について議論していく

中では、コーポレートＰＰＡの電源であれば、火力以外という意味ですね、それぞれの論点

はどのようになるのかというところが一目で分かるように整理をしていただけるとありが

たいと考えております。 

 二つ目は時間前同時市場に関してです。42 ページ、第１段落で記載いただいている開催

タイミング開催・回数につきまして、変動再エネの発電予測の精度は、実需給の数時間前と

いうレベルですと、需要予測に比べても相当に大きいというのが実情です。再エネの発電Ｂ

Ｇのインバランスを低減していくためには、資料に記載していただいたとおり、ゲートクロ

ーズのタイミングでの最終売買が可能となる仕組みが重要と考えております。ぜひ今後、議

論を深めさせていただければと考えております。 

 以上です。ありがとうございます。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 次は、市村委員が先にお願いします。 

○市村（拓）委員 

 すみません、ありがとうございます。 

 今回、資料をまとめていただきましてありがとうございます。全体の方向性、中身につい

て、私も異存ございません。 

 幾つか今後の検討に当たって整理をお願いしたいという点について少し述べさせていた

だきます。まず、スライドの 12ページ目をお願いできればと思います。 

 自己計画電源の入札が制限される場合の考え方ということで、ここについては正しく整

理いただいているなというふうには思っているんですけど、今後、議論するに当たっては現

行制度との差分というものが何なのかということを少し整理いただければというふうに思

っています。 

 具体的には、例えば相場操縦ですとか、用量市場のリクワイアメントに基づいて起動しな
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ければいけないと。こういったようなところについては、これは現行と変わらないというこ

とだと思いますし、逼迫時の出力抑制の関係、こういったところも考え方としては、つまり

これまでの相対契約も同じように制約に服していると、そういうことだと思っています。 

 ただ一方で、その抑制の順位とか、こういったところが市場の中でメリットオーダーに変

わっていくということだとすれば、そこが一つ大きな差分ということになるのかなという

ふうに思いますので、ここら辺、今後、現行の制度との違いというところが出てくるのかど

うかといったところも含めて整理いただければというふうに思っているところでございま

す。 

 もう一点は、７スライド目ですね。ここも整理いただいている内容、論点①について特に

異存はないところではあるんですけど、ここで市場との間でも電力の取引決済が必要とな

るというところの具体的な意味が重要かなというふうには思っています。 

 具体的には、やはり手数料ですとかキャッシュの問題とか、こういったところが取引所を

経由すると出てくる実務的な問題なのかなというふうには思っています。仮にこれが一つ

大きな実務的な負担になるということだとすると、今整理いただいている方向性というの

は一つ、合理的な方向性かなというふうには思っていますし、個人的には両論だとしても大

きな違いはないのかなというふうには思っているので、そこら辺の実務的な観点、そういっ

たところも具体的なところで整理いただければという、そういった点も踏まえて整理いた

だければというふうに思っています。 

 最後３点目のところですが、同時市場の導入に向けた検討、運営主体の在り方についてで

ございます。ここについては、必要な要素というのは何なのかということで整理いただいて

いるところですが、この点も非常に重要というか、まずはこれが一つ大事だということだと

思うんですけども、やはりそういった中で、そういう非常に日本の電力市場の大宗を約定取

引するという、こういった市場の中でどういった組織体制、ガバナンス体制というのが必要

かというところ、こういったところも併せて整理をいただくというところが重要ではない

かというふうに思っているところでございます。 

 私からは以上です。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 野澤オブザーバー、失礼しました。お願いします。 

○野澤オブザーバー 

 ｅｎｅｃｈａｉｎの野澤です。今回、論点を幅広くまとめていただいてありがとうござい

ます。 

 私から、ページ 25の買い入札について１点だけコメントと質問させていただければと思

います。 

 小売事業者について、ページ 25では、現在と同様にエリアコマごとに情報を登録すると

いうふうに整理いただいておりまして、小売事業者は、私の理解では、エリアごとの総需要
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というのをばくっと想定しているケースがほとんどだと思うので、これは実務にもフィッ

トするのではないかなというふうに感じました。 

 その上で、これ揚水や電源差し替えなど一定のこの買い入札については地点を特定した

入札を求めることも検討すべきではないかというふうに記載があるんですが、これは相対

契約において特定の電源がひもづくケースというのもあんまりないと思っていて、通常は

ポートフォリオで売っているケースがやはり多いと思うので、電源を差し替えたときに、そ

の電源をどの卸契約に目掛けて買い入札をしに行くのかみたいな話を１対１でひもづける

のって、結構実務的にはあんまりやっていない気もしていて。ちょっとこの辺りは、特に差

し替えのところは事業者の実務の観点も検討したほうがいいのではないかなというふうに

は感じました。 

 １点質問なんですけれど、これ差し替えたときに、ノードですか、地点単位で登録させた

いという目的というのが、ちょっとどういうところにあるのかということをもし可能であ

れば教えていただきたいなというふうに思いました。これは、計算の収束性を高めたいとい

うことなのか、あるいは計算の精度を上げたいということなのか、いずれにしても意味があ

るような気はするんですけれども、もし差し支えなければ目的を教えていただければと思

います。 

 以上です。 

○金本座長 

 ありがとうございました。 

 じゃあ、松村委員、お願いいたします。 

○松村委員 

 多岐にわたって、今までの議論を適切に整理してくださりありがとうございました。私と

しては、資料に対して特段のコメントはありません。 

 それで、これから同時市場ができてくる世界と今の世界がどう違うのか。差分を見ること

は、確かにご指摘のとおり、とても重要なことだと思うのですが、今の制度と比べて、同時

市場でこうなるから負担が重くなったからという整理をするときに、ひょっとしたら、今回

提示された同時市場の姿のほうが合理的で、今のほうがおかしいのではないかというよう

な可能性は十分あることを私たちは考えなければいけない。今のものを当然として、それに

比べて負担が重くなる、だからとてもよくない、現状の制度にできるだけ近づけようという

発想ではなく、むしろ現状のほうが悪いのであれば、そっちのほうを同時市場の前に変えな

ければいけないのではないかということは当然出てき得ると思います。例えばこれで言う

と、自己計画電源に関して、その市場で出すものと市場に出さなかったもので言うと、透明

性は明らかに市場に出したほうが高い。もちろんその入札の情報が出てくるのは当然ふか

んされるということになるわけですが、市場に出さなかったというものはその分、透明性が

低いわけなので、本来ならもっと厳しく、ある種の支配力を行使していないかは監視しなき

ゃいけない。需給が逼迫しているのにもかかわらず、事業者がその市場で出したんだけど、
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落札しなかったから止めたというようなものは、透明性がとても高いのかもしれないのだ

けれど、事業者が勝手な判断で止めてしまったということがあり、もちろんそれも余力活用

になっていて、指令が来なかったから動かさなかったというのは、それは全く正当だと思う

のですけれど、自分の判断で勝手に止めてしまったというようなもの、でも市場で需給が逼

迫していたなんてことが起こったとすれば、本来はそちらのほうより運転を監視し、おかし

なことをしていなかったかどうかというのを見なければいけないのに、今の監視は、ひょっ

として市場の入れ札のほうだけに偏っていないかとかについても私たちは考えさせられる

ということはあると思います。 

 今回とても合理的な整理をしていただいたと思うので、それに対して、むしろ現状の制度

がまずいのではないかということがもしあるとすれば、それはそれぞれの部署で反省して、

足元から変えていかなければいけない部分もあるのではないかと思いました。 

 以上です。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 そのほかございますでしょうか。山本オブザーバー、お願いいたします。 

○山本オブザーバー 

 ありがとうございます。送配電網協議会山本でございます。 

 同時市場の導入に向けた主要論点につきまして、課題並びに検討の方向性を整理いただ

きまして、感謝申し上げます。 

 その上で、幾つかコメントさせていただきたいと思います。 

 まず、36 ページのアップリフトの費用負担につきまして、対象としてはｋＷｈ市場にお

ける起動費等の取り漏れや、ΔｋＷ－Ⅰの確保費用などが挙げられておりますけれども、そ

れぞれの発生要因を踏まえて、これは新川オブザーバーからもありましたけれども、受益に

応じた合理的な負担の仕組みをご検討いただきたいと思います。 

 次に、42 ページの時間前同時市場の開催タイミング・回数につきまして、各事業者の業

務フローやシステム改修への影響を考慮して関係事業者の意見を伺いながら制度設計を進

めていただきたいと思います。特に入札準備から約定結果を踏まえた計画提出、それに基づ

く系統運用、需給調整業務、これは再エネの出力制御や混雑処理、周波数維持業務などがあ

ると思いますけれども、これらがスケジュール的に成立するかを一つ一つ確認する必要が

あると考えます。 

 また、同じページの決済対象につきまして、ΔｋＷ価格は時間前市場の都度、価格が上に

も下にも変動する可能性がありますので、その変動幅を踏まえて都度精算が事業者にとっ

て適切な仕組みになるのか。また、同時市場では調整力の確保タイミングを実需給に近づけ

ることで、その必要量を低減する運用となりますので、ゲートクローズ時点で一括決済する

方法も考えられると思います。 

 具体的な影響をケーススタディしながら検討を進めていただければと思います。 
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 私からは以上です。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 次は市村オブザーバー、お願いいたします。 

○市村（健）オブザーバー 

 ありがとうございます。 

 まずは、今後の議論の方向性が全体を俯瞰した姿が見えたという点で大変分かりやすか

ったと思います。ご説明ありがとうございました。 

 １点だけＤＳＲとかＤＲを束ねる事業者目線で、あえて今後の議論の方向性についてコ

メントをさせていただければと思います。 

 売り入札義務の在り方について、資料の７ページ目ぐらいだったと思うんですが、いわゆ

る相対契約に紐づく自己計画電源について入札を必須とするのか、あるいは発電計画の情

報登録のみを行えばいいのかという話があって、私はやっぱり仮に相対契約に基づくリソ

ースであったとしても、それが自家発によるＤＲなのか、あるいは需要側の負荷調整による

ＤＲなのか、これも含めて、やはり安定供給の観点から一定の制約があるべきだと思ってい

ますし、実務上で考えると、相対契約で小売のバランシンググループでショートポジション

電源として活用されている需要側のリソースによるＤＲ、それでも事例としては少ないん

ですけれども、余剰が発生することも稀にあるんですね。そういうものを、例えば発電計画

等として情報登録をするというのは、私は重要なことだと思っています。その前提で、論点

④で火力電源以外の入札方法の資料にもあったんですが、これあくまでも電源を前提とし

た資料の建てつけになっているなと思っていて、それは仕方がないことではあります。しか

しながら、例えば、発電機では当然の概念の電源単位でも、アグリゲーションを前提とする

ＤＲリソースの場合は、見え方が事業者によって変わってきます。例えば１MW を 100 束ね

て 100MW、つまり 10万キロをつくるといった場合に、一つ一つの需要のリソースは１MW単

位なのか、あるいは 100 をまとめて群管理して 10 万として、それを電源単位とするのか、

随分いろいろなケースが想定されてくるのかなと思っていて、これから議論の論点として

一覧で出していただきましたけども、電源とはまた別の需要側リソースを活用する場合っ

て、どういう制度設計があるべきなのか、その意見交換の機会はご検討いただければ大変あ

りがたいなと思っております。 

 私のほうからは以上です。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 次は國松オブザーバー、お願いいたします。 

○國松オブザーバー 

 ありがとうございます。日本卸電力取引所の國松でございます。 

 私のほうから、手短に１点だけです。 
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 51 ページなんですが、同時市場の運営主体の在り方（２）のページなんですけど、ここ

に物すごい違和感を感じていて。今回のメインってこの次期中給システム、中給がメインで、

そこに市場が二つ入っていくというか、もう一回組み込まれるイメージなのではないのか

なと思っているんですけども、これは違うのかなと思って。中給が今まで指示をしていたや

り方の中に、一部市場化が入っていくというイメージのほうが適当なのではないのかなと

思っています。例えばＪＥＰＸの市場のところだけを見たときに、これ以外にどのようなや

り方があるのかなというのも謎ですし、需給調整市場は私どもよりも後に中給から出られ

たという形になろうかとは思ってはいるんですけども、ここの出方を間違えたのであれば、

もう一度中給に戻るというのが一つの話なのかなとも思ってはいるんです。何にしても、こ

のＪＥＰＸとＭＭＳさんの二つが主体というか、あくまでもメインは中給であってと思っ

てはいるんですが、これは違うんでしょうか。すみません、素朴な疑問なんですが、この目

指すべき姿としたいというのは、私はＴＳＯの一部分として、市場的なものがあるという認

識を持って議論に参加していたんですが、それは違うんでしょうか。質問と意見になります。 

 以上です。 

○金本座長 

 どうもありがとうございます。 

 そのほかございますでしょうか。もう一回、市村委員、お願いします。 

○市村（拓）委員 

 すみません、度々申し訳ありません。ありがとうございます。 

 私から１点だけ、先ほど松村委員からご指摘いただいたところは、まさに非常に私も重要

なところだと思っています。つまり現行の差分というのが何なのかといったときに、やはり

差分が、過去が合理的でなければ、そこについてちゃんと見直すというところは必要だと思

っていますので、その具体的な何か一つで申し上げれば、やっぱり出力制御の順序とか、こ

ういったところが市場を重ねていくというところになれば、やはり基本的にはメリットオ

ーダー順で考えていくと、こういったところは合理的だろうというふうには思いますので、

ここら辺は今後きちんと整理した上で、議論していくというところかなというふうに思っ

ているところでございます。 

 あともう一点なんですが、７スライド目の自己計画電源の入札方法のところで、ここら辺

は今後の議論なのかなと思うんですが、例えば９スライド目をご覧いただければと思うん

ですけど、前日の同時市場といったときに、いわゆるこの市場計画可能領域以外のところに

ついて、入札といっても、結局量だけ登録するという世界なんだと思うんですね。そうでは

ないとすると、量だけを登録するといった管理になってくると。ここで、市場でそういう行

為をするか、管理するかしないかで、透明性というのはどう変わってくるのかというところ

は、私はまだちょっとよく分かっていないところがあって、大きく変わらないのではないか

というふうには思っています。だとすると、両方の選択肢があり得て、あとは実務的にどう

いうふうに考えていくのかということが重要かなというふうに思います。 
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 一方で、ご指摘いただいたような、例えば市場計画可能領域外、これは市場で量だけを入

札するとした場合でも、むしろこちらのほうがイレギュラーなので、もっと厳しく監視すべ

きではないかというところは、こういったところは確かにあり得る話かなというふうには

思いましたので、いずれにせよ今後の議論の中で、そういった市場の透明性というところを

どう考えていくのかというところ、そこも併せて議論ができればなというふうには思った

次第です。 

 すみません、私からは以上です。 

○金本座長 

 どうもありがとうございます。 

 そのほか、ございませんか。新川オブザーバー、またですか。よろしくお願いします。 

○新川オブザーバー 

 すみません、新川でございます。 

 先ほど、松村委員からご指摘を受けました点について、私ども監視委員会、現在の市場状

況導入がどうなっているのかということについて監視をしておりますけども、お値段が上

がったときというような時には、止まっている電源がちゃんと合理的な理由で止まってい

るのか、全量入札はしっかり果たされているのかという意味で見ておりますので、その中に

は相対分によって止まったと言っているものが合理的な理由なのかどうかということにつ

いても、見ていると理解しております。他方の同時市場になったときに、特にノードの扱い

がどうなるのかということで、監視の難しさはものすごく変わってくるだろうと思ってお

りますが、それは市場の在り方がもう少し分かってきてから、改めて考えさせていただきた

いと思っております。 

 以上でございます。 

○金本座長 

 ありがとうございました。 

 増川オブザーバー、またでしょうか。 

○増川オブザーバー 

 すみません、先ほど話すのを忘れたのが１点ございます。追加でお話しします。 

 これ、35ページの論点②と論点③のΔｋＷ価格の算定方法についてです。 

 変動性再エネを調整力として活用する場合を想定しますと、特に太陽光の場合というの

は、市場価格が０円のときに使うというふうなことが想定されますので、そのときには機会

費用もそもそもゼロなので関係ないとか、逸失利益はもともと再エネなのでゼロというふ

うに評価されてしまうので、ただ一方、調整力として活用してもらうような再エネにもちゃ

んとそういうふうに加重すべきだと思いますので、そこにどういうふうなインセンティブ

を与えることによって、それを適正に使えるようになるかというのも、今後の検討課題に入

っていると思いますので、ぜひその点についてもよろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。 
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○金本座長 

 どうもありがとうございました。そのほかございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、事務局のほうからお答えできることについて、お願いいたします。 

○長窪調整官 

 ありがとうございました。本日もいろいろなご意見をいただきまして、事務局としても大

変感謝しております。 

 まず、ご質問を何点かいただきましたので、今の段階でお答えできる範囲でお答えしたい

と思います。 

 需要の把握に関して、河辺委員と野澤オブザーバーからご質問いただいたところで、河辺

委員におかれては、需要の把握の仕方は系統構成によっても変わり得るので、必ずしも需要

家側というか入札側では分からないのではないかと、そういう場合はどうするのかという

ようなご質問をいただいたと思っています。これはご指摘のとおりかと思いますが、今のと

ころは、その需要について、地点を特定して入札をしていただくということについては、揚

水発電とか火力の差し替え需要とか、基本的には大物をイメージしていたので、ある程度は

入札側で特定できるのではないかと思っております。おっしゃるとおり、もっといろんな電

源に視野を広げたときに、系統構成が変わり得るというのは確かにあると思いますので、そ

こはちょっと今後の検討かなと思っています。この点は広域機関からも、後でもし補足があ

ればお願いします。 

 次に、野澤オブザーバーからいただいた買いの地点の特定によってどういう効果がある

のか、何のためにやるのかということですが、この点は、実はこの後の検証の資料のほうで

詳細に出てくるところではありますけれども、ＳＣＵＣをやる以上は、需要についても、本

来は地点ごとに把握して、それで潮流計算等をしていくということになります。ただ、そう

だとしても、一般の買い入札についてわざわざ地点を特定した買い入札をするものではな

いというのは、北米のでもそういう状況のようでございます。そうすると、買い入札の価格

弾力性がある場合、つまり買い入札に価格情報がある場合には、それを各地点に配分をして、

そうやってＳＣＵＣを回していくということになります。そうしますと、例えば揚水みたい

に、ここでポンプアップするというふうに需要の地点が分かっているものについて、わざわ

ざほかの地点にまで価格弾力性を配分してしまうのは、本来やらなくていいものを配分し

てしまっていますので、やらないほうが計算結果の正確性は高いだろうというのが１点で

ございます。 

 もう一つ、価格弾力性がある買い入札を考慮してＳＣＵＣを回すというのは、まさに技術

検証の一つの大きな課題となっておりまして、計算の収束性上、課題があるので、今は、そ

の需要曲線を簡略化するとか、いろんな工夫をしているところです。少なければ少ないほう

がいいことは間違いないので、そういう意味で、地点を特定していただければ、配分をする

必要がなくなりますから、価格弾力性のある買い入札の数が減って収束性が高まると、そう

いうことが目的としてはあるところでございます。 
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 それから、河辺委員にいただいたもう一つ、ご質問というか、今後のご要望というところ

かもしれませんけれども、52 ページの黄色のＳＣＵＣと青色のＳＣＵＣの関係のところに

ついて、基本的な考え方としては、これまでの整理でもそうですし、ご指摘いただいたとお

り、電源の起動停止についてはＴＳＯ想定需要で計算を行い、電源態勢の最適化を行ってい

くことを想定しているところでございます。ただ、仮にそうだとしても、市場側で、事業者

が電源を差し替えるというようなこともあると思いますから、そういう意味で、黄色の市場

の約定結果というのは青色の SCUCを行う上でも必要だろうというふうに思っています。ま

た、この黄色と青の関係性の在り方というのは、もう少し事務局としても整理が必要かなと

思っているところでありまして、その黄色のＳＣＵＣで、電源態勢に関しても、何がどこま

で決まるのか。それで、青色のＳＣＵＣの結果を今後どういうふうに黄色にフィードバック

していくのかといったようなところについて、ご指摘いただいたとおり、今後の整理が必要

だろうと思っております。 

 それから、ご質問ということに関しては、國松オブザーバーから、今回の制度は中給がメ

インでそこに市場が組み込まれるイメージだと思って参加していたが、そこは違うのかと

いうようなご指摘をいただいたところですが、ここは整理して考えると、論点は二つあるん

だろうと思っていて、一つは運営主体として、誰がどういう業務をやるかというのが一つあ

ると思っています。また、そのシステムをどこに載せるのだというような論点もあると思っ

ていて、これは概念上、別の議論かなと思っています。運営主体としての役割論ということ

については、これは今回資料で、まさにその点を書かせていただいたところでありまして、

今の整理では現行制度を前提に検討していこうというふうになっています。つまり、市場の

約定結果に基づいて、各ＢＧが計画をつくって、それで計画を修正しながらゲートクローズ

を迎えていって、ゲートクローズ後にＴＳＯが系統運用するというような、そういう制度を

前提にしていますから、その前提である以上は、同時市場の運営主体として、まず必要なも

のは市場機能であり、同時市場の運営主体は、まず市場であるというのが基本的なスタート

ラインなのかなというふうに考えております。 

 その次に、システムをどこに載せるかというのは、これも今まだ決まり切っているわけで

はないですけれども、システム構築の費用負担とか、それからその設計とか構築にどのぐら

い時間がかかるのかとか、あるいは技術面も考慮して決めることになるのかと思っていて、

そこは、何が一番費用負担が少なくて、それで構築にも時間がかからないかということで、

なるべく安くて合理的につくれればそれがいいに決まっているので、そういったことを考

えていくのかなというふうに思っています。 

 ご質問は、以上のようなところと思っております。 

 また、幾つかちょっとコメントさせていただければと思っているのは、ＪＥＲＡの東谷オ

ブザーバーから、重要なご指摘をいろいろいただいたと思っています。短期のメリットオー

ダーを追求する同時市場と中長期市場とはしっかりとすみ分けるべきというご議論をいた

だいたところでですが、中長期的な取引との整合性の確保というのは、我々の同時市場の検
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討の上でも一つのテーマですから、その点は念頭に置いて進めていきたいと思っています。

ただ、本来の目的が電源情報の一元的な把握管理であるとおっしゃるのですけれども、それ

も非常に重要な目的ですが、同時市場はそれだけが目的ではなくて、ＳＣＵＣを行うとか、

Ｔｈｒｅｅ－Ｐａｒｔ Ｏｆｆｅｒに基づいて電源態勢をつくるとか、そういったいろん

なメリットがある制度だと思っていますから、必ずしもそれだけでもないのだろうと思っ

ています。 

 あと自己計画電源について、制限が過度に発動されることのないように留意が必要とい

うのは、これは全くおっしゃるとおりかなというふうに思っています。発電事業の予見性の

確保という観点から、自己計画電源を認めるわけなので、そういう意味では簡単に制限され

ては困るというのは、ご指摘のとおりかなというふうに思っています。ただ、安定供給上、

真にやむを得ない場合に限るべきと言われると、法律上真にやむを得ないという用語を使

う場合としては、例えば、表現の自由の制約に対する最も厳格な基準として、コンペリング

インタレストなどの、表現の自由をこういう場合にだけは制約していいというような、そう

いう議論になってくると思います。真にやむを得ない場合でないといけないかはちょっと

分からないですが、安易に制約されてはならないということは、おっしゃるとおりかなとい

うふうに思っています。 

 あとは、その他一定額については、この後、検証の資料でも、調整力供出のインセンティ

ブに関するところとか、ΔｋＷ価格についての考え方が出てくるところですが、今回の同時

市場の価格の考え方というのは、前回の検討会でもご指摘いただいたとおり、市場全体から

適正に回収を図ることができる、適正な報酬が得られるという市場であることが大事だと

思っております。そうすると、ΔｋＷに一定額を乗せるかどうかと、いきなりそこから議論

をするというよりは、市場全体の在り方をまず考えて、それでこの市場はやっぱり回収が足

りないということになったときに考えるということもあるのかと思っております。基本的

には、ΔｋＷ価格で回収しなくてはいけない費用というのは何かと考えたときには、まず逸

失利益が中心になってくると思いますし、これも後の検証の資料に出てくると思いますが、

例えば一つのコマの中で電源が上下に動いたときに、今はその応動が十分に評価されてい

ないのだとすれば、そういうものについて評価していく仕組みが考えられると思います。ま

た、増川オブザーバーからご指摘いただいたとおり、市場価格が０円のときは逸失利益が０

円なのか、というような詳細に関する議論も一部必要なのかとは思っていますが、そういう

議論をしていくところかと思っております。 

 あとは、西浦オブザーバーからいただいたコーポレートＰＰＡですね。実は、中間取りま

とめの前の検証会で１回少し取り上げたところです。野澤オブザーバーからご指摘いただ

いたとおり、普通の火力の相対契約は、電源を特定しない相対契約が中心だと思っています。

反対に、コーポレートＰＰＡの場合には、これは再エネを調達するための契約なので、当然

に電源を特定して契約をしますから、そういったものが同時市場との関係でどういうふう

に整理されるのかということについては、おっしゃるとおり、この場でも、ある程度整理を



26 

する必要があるのかと思ったところでございます。 

 また、市村委員からも、今後の検討の方向性について重要なご指摘をいただいたと思って

いて、自己計画電源の入札等について、現行制度との差分が何なのかというのは、確かにそ

こは重要で、そこを示した上で、ご議論いただく必要があると思いました。また、ご指摘い

ただいて思ったのですが、自己計画電源に限らず、例えば時間前入札の在り方等についても、

今の市場と変わる部分があるのだとすれば、どこが変わるのかというのを、発電事業者から

見た在り方とか、小売事業者から見た在り方というものを、現行制度との差分を整理してお

示しすることも重要なのかなというふうに思ったところでございます。 

 松村委員と市村委員からご指摘いただいた、例えば市場取引をするか、市場外で取引をす

るかで、透明性をどう考えるかという議論もあると思っておりまして、私として気になって

いたところとしては、電源差替えをする場合に、対象電源を止めるわけですけれども、その

ときに、余力の全量供出という入札義務があることには注意をしておく必要があるだろう

と思っています。その関係で、市場に入れたものは市場の判断で止まり、一方で、市場外の

ものは、事業者が自分で電源の限界費用ですとして入札した買い入札が約定したから、その

ときは自分の電源は使わなくていいというふうに決めたのだとすると、それが本当に適正

な判断だったのかというのは、確かに検討の余地はあり、そういう問題点は、確かにありう

るのかもしれないと思ったところでございます。 

 ただ、市場外で取引をする場合であっても、例えばＴｈｒｅｅ－Ｐａｒｔ情報を登録して

いただいて、それに基づいて止まるみたいなことがもしできるのであれば、それはそれで合

理的な仕組みかとも思いました。 

 あと、エナジープールの市村オブザーバーからは、アグリゲートについて、その束ねるリ

ソースの単位によって、随分やり方が変わるという御意見をいただきました。これはおっし

ゃるとおりだと思っていて、アメリカでもＦＥＲＣオーダーに関して、ＰＪＭとかＣＡＩＳ

Ｏなどにおいて、集約の単位とか、それから地理的な範囲みたいなものについて、まさに議

論になっているとと認識しておりまして、この検討会でそれを決めないと同時市場が導入

できないというものではないとしても、必要な検討と思ったところでございます。 

 もしお答えが漏れていたら恐縮です。長くなりましたが、以上のようなところでございま

す。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 １点だけ、ちょっと追加でご説明しておきますと、自己計画電源と、それから市場入札電

源は、アメリカを見ていますと、電源単位でこれかあれかというものではないですね。それ

ぞれの電源について、相対契約でこれだけ確保してあるので、この部分は入札しません、そ

の上の部分は入札してもいいですというふうな入札がありますし、またその上は、緊急時な

らば出せますという枠もあると。それを出しているだけですから、システム側から見ると、

そんなに違いがあるわけではないということになります。今でも計画提出のときには全部



27 

同じような情報をＴＳＯに出しているはずで、それが入札のときに一つで出てくるという、

そんな雰囲気かなと思っていますので、ちょっとどういうイメージになるかということの

参考にしていただければと思います。 

 それでは、特に何もないようでしたら、次の議事に入らせていただきます。 

 

（２）電源起動・出力配分ロジックの技術検証（検証Ａ）の進捗報告について 

 

○金本座長 

 次は、電源起動・出力配分ロジックの技術検証（検証Ａ）の進捗報告についてでございま

す。これにつきましては、事務局の広域機関のほうから、資料４のご説明をお願いいたしま

す。よろしくお願いいたします。 

○下根マネジャー 

 広域機関の下根でございます。 

 そうしましたら、二つ目の議題ということでございまして、資料４、電源起動・出力配分

ロジックの技術検証の進捗報告について、ご説明させていただきます。少し時間も迫ったと

ころもございますので、端的に報告させていただければというふうに思ってございます。 

 右方２ページでございますが、こちらは前回、⑦の項目、時間前同時市場のロジックとい

うところに関しまして、検証結果のご報告をさせていただいたというところでもございま

して、今回はその続きというところで、具体的には①買い入札を考慮したＳＣＵＣ・ＳＣＥ

Ｄロジックの検証、そして③調整力の定義も踏まえたｋＷｈ・ΔｋＷ同時最適ロジックの検

証、こちらに関しましてご報告のほうをさせていただくというところでございます。 

 第１章の概要のところはちょっと飛ばさせていただきまして、早速、第２章のところから

入らせていただければと思ってございますが、まずは①買い入札を考慮したロジック、過去

の検討状況も振り返りながら、説明のほうをさせていただきます。 

 右方９ページでございますが、こちら、同時市場の約定ロジックでございますので、買い

入札というところの弾力性を考慮した上で約定点、均衡点を見つける必要があるというと

ころでございまして、こちらに関しまして、新規のロジック開発が必要になったというとこ

ろでございます。そういったところ、９ページ左下に書いてございますが、ロジックを構築

した上で、右下のように小規模系統モデルで挙動確認をしまして、正しい挙動をしているこ

とを確認してきたというところでございます。 

 一方というところで、問題として生じたところが、こちらの広域連系系統モデルというと

ころで、日本全国の系統を模擬したときに、ノードごとにこういった弾力性のある札がある

状況になりますと、取り扱う札の数が膨大に増えるというところでもございますので、そう

いったところで計算上の問題、収束性の課題があるのではないのかというふうにしておっ

たところでございます。 

 こういったところに対応すべくというところで、10 ページ右下にも書いてございますよ
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うに、需要曲線の簡略化ができないかというところで、あまり需要曲線の形、面積を変える

ことなく、札の数を少しでも少なくすることができれば、収束性が上がるのではないのかと

いうところで、そういったところの工夫に検討着手しておったというところでございます。 

 加えまして、そもそもというところで、海外におきましてはこういったノードごとの弾力

性のある札というところをどのように扱っているのかというところも少し勉強した上で、

進めていく必要があるかというところもございましたので、今回はこういった海外調査の

結果と合わせて進捗のほうをご報告させていただくというところでございます。 

 そういった観点で、続きまして海外調査の結果のご報告というところでもございまして、

今回は北米におけますＰＪＭ、ＣＡＩＳＯ、この二つのＩＳＯの調査のほうを行ってきたと

いうところでございます。 

 まずＰＪＭでございますが、16 ページは前回も少しご報告した内容ではございますが、

ＰＪＭにおきましても、需要側におきましてはノード単位で札を入れているというよりか

は、多くの需要、大宗の需要がゾーン単位で入札・精算を行っていると、そういう実態があ

るというところでございます。 

 一方、ＳＣＵＣというところは、当然ノード単位、ノード間の潮流も含めて計算する必要

があるというところもございますので、こういったところも計算するにあたりましては、ゾ

ーン単位で入ってきた札というところを潮流実績等を基に作成した係数というところで分

配した上で、計算のほうをしているというところでございます。 

 こういったところに関しましては、需要の札の種類というところも関係しているという

ところでもございまして、ＰＪＭにおきましても大きく二つ、量のみ入れる形の入札方法も

あれば、量・価格、両方入れることができる、そういったところが選択制になっているとい

うところでございます。このうち、価格弾力性に関係するところで言いますと、量・価格の

札に関しましても、ＰＪＭにおいてゾーン単位の入札が可能になっているところでござい

まして、そちらを潮流計算上、どのように分配するのかというところに関しましても、下の

イメージに書いてございますように、価格はそのまま、分配係数に従って量のみを分配する

というところで、そういったような分配を行っているというところが明らかになったとい

うところでございます。 

 そうなりますと、結局はノードの数が増えていきますと、価格弾力性のある札が増えると

いうところでもございますので、先ほども申しましたとおり収束の課題がないのかという

ところを危惧しましたので、更に調査のほうをいたしますと、19 ページにも書いてござい

ますように、ＰＪＭの実態としては、先ほども申し上げましたとおり、量のみ、量・価格と

いうところ、両方の入札が可能だというところではございますが、実態としては大宗が量の

みの札であるというところで、量・価格の札というところが１％にも満たないというところ

から、これであればノード単位に分配したとしても、そこまで影響はないかというところが

見えてきたというところでございます。 

 20 ページからは、ＣＡＩＳＯの扱いというところもございまして、こちらも大まかな概
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要に関しましては、ＰＪＭと同様だというところでもございますので、説明のほうは割愛さ

せていただきまして、先ほども申しました収束性への影響というところに関しましては、こ

ちらもＰＪＭほど少なくはなかったのですが、それでも量・価格の札というところが全体の

10％以下であるというところに加えまして、そもそも系統の規模というところが日本に比

べると３分の１程度であるというところもございますので、そういったところが組み合わ

さることによって、潮流計算というところも含めて回っているのかなというふうに考えて

いるというところでございます。 

 そうしますと、やはり論点として戻るのが日本の扱いだというところでもございまして、

24 ページに書いてございますように、現行のＪＥＰＸの買い入札の札というところが、あ

る意味では、そのままノード単位に分配された先にはどういう影響があるのかという話で

もございまして、現行の買い入札の札というところが、おおむね半分以上は量・価格の札で

あるというところが実態であるというところでございます。そうなりますと、やはりこうい

った札をすべからく分配するというふうになりますと、やはり収束性に与える影響も出る

であろうというところもございますので、先ほど野澤オブザーバーからもご質問いただき

ましたように、収束性の観点というところもございますし、あるいは発電機の経済差替、揚

水の買い入札、そういった大型のものに関しましては、そもそも当該地点における潮流の動

きが確定しているというところでもございますので、それをやみくもに分配すると、潮流計

算自体が本来とはかけ離れたものになってしまうというところもございますので、そうい

った収束性の課題、あるいは潮流計算の精度の両方を両立させるためにも、そういったとこ

ろで少しでも可能なところに関しましてはノード単位の入札を求めるというところも制度

設計上、大事になっていくのではないのかというふうに考えているところでございます。 

 そういったところを今後、制度設計のほうでもしっかりやっていきたいというところで

はございますが、そこが実際のところ、どのような形になるのかというところは、現状では

未知数だというところでもございますので、本技術検証におきましては、仮に制度設計がな

かなかうまくいかなかったとしても、何とかロジックとして回るようにしておく必要があ

るかというところでもございまして、下のイメージ図に書いてございますように、単純に現

行の札の数というところをノードごとに分配した結果、数万から数十万、そういったオーダ

ーになったとしても回るようにするにはどうすればよいのかという観点で、需要曲線の簡

略化という対応方法を検討したというところでございます。 

 そちらの検証結果が、28 ページというところでございまして、高需要断面、低需要断面

ともにケースを回したというところではございますが、表に記載してございますように、や

はり簡略化なくそのまま扱うという話になりますと、解が求められない、そういった断面も

あり得るというところでもございまして、こういったところを需要曲線の簡略化というと

ころで、あまり形・面積を変えないようにというところで 0.01％、0.1％、１％というとこ

ろで、少しずつ札を集約していきますと、僅か 0.01％の集約であったとしても、解が出る

ようになったというところでは、収束性の改善というところの効果が高いというところは
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確認できたというところでございます。 

 一方、収束性が上がればそれでよいかというと、そうではないというふうにも考えてござ

いまして、やはり需要曲線を簡略化しているというところは、約定点といったものがずれる

可能性もあるというところでもございますので、そういったところは誤差がどの程度なの

かというところも、次のページ以降で評価のほうをしてございます。 

 まずは 31ページというところでございまして、こちらは全体の電源出力配分に与える影

響だというところでもございまして、先ほどの乖離率の閾値が 0.1％未満というところであ

れば、その誤差率というところに関しましては 0.1から 0.3％程度と、そういったレベルの

誤差であるということが確認できたというところでございます。 

 加えまして、需要の均衡点を計算しているロジックでもございますので、そういった需要

の約定量でございますとか、その結果に基づく価格というのがどう変わるのかというとこ

ろも 35ページ以降で評価してございまして、こちら、需要の約定量・価格というところに

関しましては、あまり相関はないという結果で、下の図に示してございますように、ゼロ点

というところを中心に十字の点で描かれている、そういった分布になったというところで

はございますが、こちらのデータのほうを分析いたしますと、36 ページにも書いてござい

ますように、平均すると±０というところで、ほとんど誤差がないというふうな見方もでき

ますし、３σ というところで、外れるときは外れるという傾向も見えてきたというところ

でございます。 

 今後の進め方でございますが、先ほども申しましたように、まずはそもそも簡略化しない

で済むというところが最も望ましいというふうにも考えてございますので、そういった観

点では、できる限りノードを特定して、札の数を減らすという工夫が大事になってくるかと

いうふうに思ってございますので、そういったところの制度設計をしっかりやっていきた

いというところでもございますし、今回の技術検証の結果というところが、そういったとこ

ろがなかなか難しかったとしても、ロジックとしては対応可能な目途が立ったというとこ

ろをお示しできたのかなというふうにも考えてございますので、そういった観点で技術検

証Ａとしては検証完了というふうに考えているというところでございます。 

 続きまして、③の同時最適ロジックの検証というところでございます。 

 こちらに関しましては、幾つか多岐にわたる項目を扱ってございまして、具体的には調整

力の簡易複合約定ロジックの実現性でございますとか、あるいはΔｋＷの入札価格を入れ

たときにロジックが回るのかどうなのか、そういった確認を行ったというところではござ

いますが、今回のご報告に関しましては、残論点でございました二次②から三次②の商品集

約に伴います三次インセンティブ設計のロジック構築の結果のほうをご報告するというと

ころでございます。 

 こちらそもそも三次インセンティブ設計というのは何だったのかというところから振り

返ってご説明のほうを差し上げますが、46 ページにも書いてございますように、現行の需

給調整市場で扱っている調整力の区分というところは、皆様ご存じのように、一次から三次
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②まで五つの商品区分があるというところではございますが、このうち EDC に該当いたし

ます二次②から三次②の三つに関しましては、同時市場になりますと集約してはどうかと、

そういった方向性を示しておったところでございます。 

 一方、そういった集約をした結果として、最も遅い性能、三次②相当のリソースばかりに

なってしまうと、それはそれで需給運用が困難になる可能性もあるかというふうにも考え

てございますので、そういったところでは一定程度性能の高いリソースも取る必要がある

かというところで、約定ロジックの中で性能の高い、低いという分解をした上で、一定程度

性能の高いリソースを取る方法の実現性が求められたというところでございます。 

 47 ページに書いてございますように、何をもって性能が高い低いと言うのかというとこ

ろ、今後の定義次第かなとも思ってございますが、一例として示してございますのが、その

図に書いてございますように、応動時間の半分の時間、そういった中間点におきまして、半

分以上の応動を示すことができるのかどうなのかというところで、まずはちょっと簡単に

高速・低速という分類をしてみたというところでございます。その上で、こういった中で高

速調整力というのをどのように確保するのかということに関しましては、大きく三つほど

案のほうを提案してございまして、一つ目の案というところはペナルティに関する係数と

いうところで、低速調整力を確保いたしますとペナルティになるというところで、目的関数

全体として高速調整力を確保する、そういったインセンティブを与えるという案でござい

ます。 

 案②というところが、必要なものは取ろうというところでもございまして、高速調整力の

確保量というところを一定以上にするという確保条件として設定するという話にいたしま

すと、おのずと高速調整力が確保できるというところでございます。 

 案③に関しましては、必ずしも全ての時間断面で高速調整力が必要かというとそうでも

ないのではないかという話もございまして、系統全体で高速・低速を組み合わせることによ

って、最も最適な取り方ができないのかという観点で追加した案が案③だというところで

ございます。 

 こういったところを技術評価いたしましたのが次の章だというところでもございまして、

51 ページに書いてございますように、小規模系統モデルのほうで評価のほうをしてござい

ます。見方といたしましては、下のモデルにつながってございます左側のＧ１というところ

が、燃料費が安い電源ではございますが、左下にパフォーマンス・スコアというふうに書い

てございますように、調整機能としては少し低速気味なものを再現していると。一方で、真

ん中下についてございますＧ２というところが、燃料費は高いというところではございま

すが、調整機能としては優れている、そういった二つのリソースがある中で、どのような確

保状況になるのかというところを検証したというところでございます。 

 先ほどの三つの案を評価する前段としまして、まずは比較元という観点でインセンティ

ブ設計がないケースに関して確認を行ったというところでございます。こちら、先ほども申

しましたように、まずは発電機の出力配分といたしましては、やはり燃料費が安いＧ１から
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炊き上げようというところでもございますので、Ｇ１の出力が高くＧ２の出力が低いとい

うところで特に直目いただきたいのは、１時から８時のそういった夜間の時間帯でござい

ますが、ここに関しましてはＧ２というのは最低出力に張りついている、そういった状況で

あるというところに着目いただければというふうに考えてございます。 

 その上で、各案の評価に入るところではございますが、53 ページがまず案①のペナルテ

ィ係数の設定だというところでございます。こちら、係数というところに関しましては、ど

の程度の強度にするのかが論点だというところでもございまして、今回１、５、10 という

ところで、幾つか強度を変えてみて、傾向のほうを見てみたというところでございまして、

ここでどういったところに差異が現れたのかというところに関しましては、右側の下げ調

整力、そちらにおけます１時から８時の時間帯におきまして、ペナルティ係数１であれば灰

色のＧ１での確保、５であれば半々、10 であればＧ２で確保している、そういった状況に

なったというところでございます。 

 これが何を示しているのかというところを考察したのが、次の 54ページだというところ

でもございまして、先ほども申しましたように、何もインセンティブ設計を設けなければ、

当該時間に関しましては、Ｇ２は最低出力になる時間帯であるというところもございます

ので、Ｇ２で下げ調整力というところを確保しようと思いますと、おのずとＧ１と持ち替え

た上で持ち上げしなければならないというところでもございますので、そこにかかる持ち

替え費用とペナルティ係数による目的関数の増加、そのどちらのほうが重いかというとこ

ろで、こういったところが結果に表れるというところで、ペナルティ係数１であれば、そう

いったところは燃料費が勝るというところではございますが、10 であればペナルティの増

加が勝るというところでＧ２を持ち上げて、下げ調整力を確保するといったところが結果

として表れているというところでございます。 

 続いて案②でございますが、こちらは比較的分かりやすい結果かなと思ってございまし

て、高速調整力が 25％必要、50％必要、75％必要、そういったところを条件として加えま

すと、下の図にも書いてございますように、きれいにそういった比率で確保しているという

ところが見て取れるというところでございます。 

 最後に、案③というところに関しましては、先ほども申しましたように、全ての時間帯、

高速調整力が必要かというとそうでもないかというところでもございまして、下の図にも

書いてございますように、夜間の時間帯というところは需要の規模が小さいというところ

もございますので、必然的に調整力の必要量も少なくなるというところ、こういった時間帯

は単価の安いＧ１で確保しておきつつ、昼間帯、調整力の必要量が増える場面におきまして

は、Ｇ２と組み合わせると、そういったところで系統全体として調整機能を確保するという

案が正しく動いていることが確認できたというところでございます。 

 まとめますと、58 ページというところでもございまして、いずれの案もロジックとして

は作成できたのかなというふうに考えてございますが、先ほどもご説明させていただきま

したとおり、各案に関しましても、その特徴、あるいはその得失があるんだというふうにも



33 

考えてございます。 

 そういったところの観点も踏まえまして、最終的にどのような案を採用するのかという

ところに関しましては、この三次インセンティブ案というところを提案いただきました調

整力のラインというところで調整力細分化作業会、こちらのほうに再度お返しした上で、将

来の運用の考え方とも平仄が取れるように検討いただいてはどうかというふうに考えてい

るというところでございます。 

 今後の進め方は、先ほど申し上げたとおりでございまして、ロジックとしては構築できた

ということをもちまして、本技術検証におきましては完了というふうにさせていただいた

というところでございます。 

 最後に、今後の検証の進め方というところでございますが、63 ページに書いてございま

すように、今までお示ししてきた検証項目のうち①、③というところは、今回ご報告して完

了になっているというところでございますので、次回以降、まだ未着手でございます⓪、②

というところをご報告していきたいというふうに考えているというところでございます。 

 こちらの資料に関しましては説明以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは自由討議、質疑応答の時間に入らせていただきます。いつもどおり会議室にいら

っしゃる方は名札を立てていただき、ウェブの方は挙手ボタンでお知らせください。 

 横山委員、お願いいたします。 

○横山委員 

 引き続き、いろいろ技術的な検証を続けていただきありがとうございます。 

 私からは、広域連系系統モデル、ノード単位の検証結果についてというところで３点ほど

質問、またコメントをさせていただこうと思います。 

 例えば 36ページ、各ノードの需要約定量及び約定価格の誤差ということで、各ノードの

評価をされているんですけども、これは多分エリアで需要の入札を配分係数によって各ノ

ードに配分された、その結果になると思うんで、どの需要家もそれでやっておられると思う

んですけど、需要家ごとに配分係数が異なっているということはないと思うんですけども、

その際の評価をノード単位でやっていますが、需要家さんごとに評価してあげたほうが、オ

ブザーバーの方にも需要家さんがいらっしゃいますけど、多分分かりやすいのではないか

なと思います。ノードごとというのは、もう配分された量であって、結局どの需要家も配分

係数が同じだったら、需要家ごとにやっても同じになるんですかね。需要家さんに分かりや

すいような形で、この結果を示してあげるといいのではないかなというふうに思いました。 

 それでもう一点は、需要家さんに同じ配分係数を多分使っておられるということである

んですけど、実際はそうではないということで、各エリアに偏った需要家さんってあると思

うんですよね。それによって、多分実際に系統の潮流計算をしたときに、将来は地域内でも
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混雑が起こるというようなことが言われている中で、もしかしたら、そういう配分係数の仕

方によって、計算上、地域内で混雑が起こったり、起こらなかったりという状況が起こらな

いのかなというところで、起こりそうなところは、例えば二つか三つのゾーンに分けて入札

されたものを配分、つまり配分係数を変えるということですよね。そういうことも将来あり

得るのかなというふうなことを思いました。それはコメントです。 

 ３番目は細かい質問ですが、この約定量と約定価格がこの無相関に十字になっている、そ

の無相関の理由というのがちょっとよく分からなかったので、もしお分かりでしたら教え

ていただきたいと思いました。 

 以上です。 

○金本座長 

 そのほかございますでしょうか。なければ、事務局のほうからお答えをお願いいたします。 

○下根マネジャー 

 こちら、事務局でございます。 

 横山委員におかれましては、多岐に亘りご質問いただきましてありがとうございます。 

 まず一つ目に関しまして、現状におきましては、ノードごとの評価になっているというと

ころに関しましては、こちらに関しましては、三つ目の質問ともかぶるところではございま

すけども、なぜ今回ノード評価になったのかということに関しましては、そもそも需要曲線

の均衡がずれる理由というところが幾つかございまして、そういったノードに配分したこ

とによる影響というところもあれば、それにより混雑の状況が変わり得るというところも

ございまして、必ずしも一つの要因では分析しきれないという話がございまして。そういっ

たところから、需要家ごとという観点に立つと、次の価格算定とか、そういった論点も絡む

ところではございますが、エリアプライスにした上で影響を見るという形もあろうかと思

いますが、逆にそれをしてしまいますと、何が誤差なのかというところが、ちょっと見えづ

らくなるのかなというふうにも考えてございましたので、そういった意味で、要因がなかな

か特定できない中で、ノードごとに分解すると、こういった誤差の傾向がありますというと

ころをまずお示ししさせていただくと。その上で、横山委員がおっしゃるように、最終的な

需要家に与えるインパクトというものがどの程度かというところで、エリアプライスの作

り方というところも含めた上で、どういう見え方になるのかというところをお示ししする

のも一案かなというふうに受け取ったというところでございます。 

 ２点目に関しましては、今回に関しましては、エリアをまたいだ分配はしていないのです

が、エリアに一つの入札があったとしたら、エリアの中のノードにどのように分配するのか

というところは、エリアごとに一つの分配係数でやっているというところでもございます

ので、その辺りが、実際に同時市場が始まった際にはそのままでいいのかというところに関

しましては、横山委員ご指摘のとおり、それしか適用できない需要家もいれば、どのノード、

例えばエリアの東側に偏在しているのか、西側に偏在しているのかというところが、ある程

度特定できるのであれば、個別協議を行った結果として、分配係数を個別に設けると、そう
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いった工夫もあり得るのかなというふうには考えてございますが、いずれにせよ、潮流計算

は精緻に行って、そういったグリッド全体を安定的にやろうというふうに思いますと、そう

いった工夫が今後、重要になってくるのかなとも思ってございますので、まずは一旦一律で

分配したときの結果というのをお示しした上で、今後、実装に向けては、そういったいただ

いたご示唆というところを踏まえた上で、推計とかが必要ではないかというふうに考えて

いるというところでございます。 

 事務局からは以上となります。 

○金本座長 

 そのほかございますでしょうか。よろしいですか。じゃあ、ありがとうございました。 

 それでは、次の議題に移らせていただきます。 

 

（３）市場価格算定方法（検証Ｂ）に関する進捗報告について 

 

○金本座長 

 次は、市場価格算定方法に関する進捗報告についてでございます。 

 これにつきましても、事務局の広域機関のほうから、資料５のご説明をお願いいたします。

よろしくお願いいたします。 

○下根マネジャー 

 広域機関事務局の下根でございます。 

 そうしましたら、三つの議題でございまして、資料５、価格算定方法（検証Ｂ）に関する

進捗のご報告のほうをさせていただければというふうに思ってございます。 

 こちらは２ページでございますが、前回の本検討会におきまして、検証Ｂに関する未着手

論点といたしまして、大きく三つあるというふうに申し上げていたところではございまし

て、今回そのうちの一つ目というところで、各課題等を考慮したΔｋＷの市場価格というと

ころで、ΔｋＷの市場価格に関する追加の試算ですとか考察を行ったというところでござ

います。 

 早速、その追加検証の結果のほうをお示ししていくというところではございますが、前回

お示しした進め方というところが６ページに書いてございますように、具体的にどういっ

た価格算定方法の考え方があり得るのかということも踏まえた上で、以前と同じ方法では

ございますが、年間通してシミュレーションをやった上で、従来の試算結果と比較検証する

と、そういった方法を考えておったというところでございます。 

 もう一点、こちらも一つ目の議題でも触れたところではございますが、ΔｋＷを時間前同

事市場におきまして、都度決済の対象とするのかというところに関しまして、そういったと

ころが過去の検討におきましては、機会費用と逸失利益が入り混じるというところで、相当

程度課題があるというふうに認識しておったところではございますが、その辺りも今回の

新たな案によって、どのような傾向の違いがあり得るのかというところを今回再検証して
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みたというところでございます。 

 各ケースというところで大きく二案ほど挙げてございまして、こちらも前回提案した内

容と同じ話ではございますが、起動等に要する費用というところに関しましては、同時最適

をする同時市場におきましては、ｋＷｈとΔｋＷのどちらに対しても使用されるというと

ころでもございますので、全てが全てΔｋＷ価格の構成要素に含めるのではなく、一旦そう

いったところは構成要素から抜いた上で、取り漏れたらｕｐｌｉｆｔに回す、そういった方

法も考えられるというふうにしておったところでございます。 

 この点、起動等に関する費用が何を指すのかという定義の問題で、幾つかバリエーション

があるのかなというふうにも考えてございまして、起動費のみを指すのか、最低出力費用も

指すのかというところで、今回そういったバリエーションも含めた検証のほうを行ったと

いうところでございます。 

 具体的にはというところで、10 ページのほうに二つの案を示してございまして、①とい

うところが、起動費、最低出力、それら全てを起動等に関する費用と見做しまして、ΔｋＷ

の構成要素から抜くと。すなわちΔｋＷの価格要素といたしましては、逸失利益のみという

ふうに考えた上で、計算のほうを行うという案でございます。 

 ②というところは、起動費のみをそういった費用だと見做すというところでもございま

すので、最低出力費用のほうは反映するという案になっているというところでございます。 

 こういった二案に関しまして検証した結果というところが、13 ページにお示ししている

結果だというところでございまして、下の表のほうに全ての結果を掲載してございますが、

こちらの見方としましては、表の上段がΔｋＷの価格をシングルプライスにしたときの価

格、そして下段がマルチプライスにしたときの価格だというところでございまして、横軸に

関しましては、一番左側が前回ご提案した方法でございまして、真ん中が今回のケース①、

右側がケース②だというところでございます。 

 このうち、真ん中の上段に関して着目いただければと思ってございますが、ケース①のシ

ングルプライスの結果というところでございまして、真ん中の平均価格に関しましては

0.33 というところでございまして、前回お示ししたケース以上に低廉になったというとこ

ろもございまして、こちらはやはり機会費用も抜いたというところで、逸失利益のみを扱っ

ているというところから、そういった傾向になったというところでございます。 

 一方というところで、さらにその下、ｕｐｌｉｆｔの額というところを見ていただければ

と思ってございますが、その分だけ取漏れ費用は当然増えるであろうというトレードオフ

の関係でもございますので、ほかに比べると、多少なりともｕｐｌｉｆｔの傾向は増えると

いうところでございます。 

 次に、一番右側のケース②を見ていただければというふうに思ってございますが、こちら

はシングルプライスにいたしますと 2.4というところで、相当程度、価格が跳ね上がったと

いうところでもございまして、それに関しましては、次のページ以降で、要因のほうも分析

しているというところでございます。 
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 19 ページを見ていただければというふうに思ってございますが、先ほど来、起動等に要

する費用というふうに申し上げていたところから、価格の要素としては、起動費の方が多い

のかなというふうにも考えておったところではございますが、実際に計算のほうをいたし

ますと、下の表に示してございますように、どちらかというと、最低出力費用のほうが占め

るウエートが高いというところでございます。 

 こちらは起動費に関しましては、やはり起動していた時間で割り戻すことができるとい

うところでもございますので、一コマ一コマ当たりの額としては、低減が可能かというとこ

ろである一方、最低出力費用に関しましては、やはり各コマごとにかかる費用だというとこ

ろでもございますので、実態としては、こういった最低出力費用が占めるウエートが高いと

いうところでもございまして、そういったところの価格を引用してシングルプライスに展

開いたしますと、価格が高騰するという傾向が見受けられたというところでございます。 

 さらに、最低出力費用が大きくなった要因を深堀りしたのが 20ページだというところで

もございまして、燃種別に着目いたしますと、下の分布図にも書いてございますように、平

均価格よりも下の石炭というところが逸失利益の電源となり、それよりも単価の高いＭＡ

ＣＣ、ＡＣＣ等に関しましてが、機会費用の電源になるというところもございまして、こう

いったところがＭＡＣＣ、ＡＣＣによるΔｋＷの供出台数が多いというところもございま

したので、それによって、なお一層、最低出力費用の規模が上がったという、そういった傾

向もあったというところでございます。 

 そういったところもございますので、なかなかケース②は課題があるのかなというふう

にも考えてございまして、次のステップの検証におきましては、このケース①、逸失利益の

みにしたケースを前提に検証のほうを進めていくというところでございます。 

 二つ目に関しましてが、先ほど申しましたとおり、ΔｋＷの差分決済というところが、過

去の検討におきましては、なかなか逸失利益と機会費用が入り混じるということで難しさ

があったというところではございますが、今回は先ほど申しましたように、ケース①という

ことであれば機械費用を除く、すなわち逸失利益のみを扱うというところでもございます

ので、これであれば、前回示したような課題が一定程度解消するのではないのかというとこ

ろで、改めて前回実施したケースというところで、検証のほうを行ってみたというところで

ございます。 

 まずケースⅠというところに関しましては、当該電源のΔｋＷの確保量が変化したケー

スだというところで、下の図でいうところの１円電源に着目いただければというふうに考

えてございます。 

 こちら、左側の電源態勢①というところが、前日の同時市場のほうを示してございまして、

前日の断面におきましては、１円電源、ΔｋＷを確保しているというところでもございます

ので、逸失利益の収入があったというところでございます。 

 その後、右側の電源態勢②というところが、時間前同時市場の断面だというふうに思って

いただければと思ってございますが、ここでは電源態勢が変わったというところで、１円電
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源はΔｋＷをリリースしているというところでございます。 

 この際、数量偏差が発生しているというところでもございますので、こういった差分決済

の対象になるというところではございますが、ここで精算すべき額というところは、前日の

価格でそのままリリースするという話ではなく、時間前同時市場のΔｋＷの価格で精算す

るというところでもございますので、このケースにおきましては０円で精算する、すなわち

前日のΔｋＷの対価が残ったままになるというところではございますが、当然これは逆の

ケースもあり得るというところでもございまして、このケースにおきましては前回と変わ

らない、あくまでもその差分決済の特徴を示していると、そういうケースであるというとこ

ろでございます。 

 その上で、今回逸失利益のみにした影響がどのように現れたのかというところがケース

Ⅱ、ケースⅢで見えてくるかなというふうにも思ってございまして、ケースⅡというところ

が、Δの価格指標が機会費用から逸失利益に変化するケース、ケースⅢが逸失利益から機会

費用に変化するケースだというところでございます。 

 こちら、ケースⅢのほうはより分かりやすいというふうにも思ってございますので、こち

らのほうで説明のほうをさせていただければというふうに思ってございますが、28ページ、

ケースⅢにおきまして、こちらは４円電源に着目いただければというふうに思ってござい

まして、左側のΔｋＷにおきましては、４円電源というところが逸失利益電源であったとい

うところで、逸失利益の収入があったというところでございまして、一方、時間前の断面に

なりますと、４円電源というところが機会費用の電源に化けているというところでござい

ます。 

 そういった観点では、本来的には追加で要する起動費、あるいは最低出力費用というとこ

ろがΔｋＷの費用としても発生しておったというところでございますが、こちらのケース

に関しましては、数量偏差が発生していないというところから、そういったところの精算が

なされずに取れ漏れが発生しておったというところが、前回の課題であったというところ

でございます。 

 一方、今回提案している案というところが、すべからく逸失利益のみを扱っているという

ところで、そこは取り漏れたものの起動費等々に関しましては、ｕｐｌｉｆｔに回すという

話でもございますので、そういった観点から本検証におきましても、前回の課題というとこ

ろはクリアになっているのかなというところで、電源間の平仄、公平性が向上した状態にな

っているというふうに評価しているところでございます。 

 今回、試算したケースというところは以上というところでございまして、まとめと今後の

進め方でございますが、31 ページに書いてございますように、今回大きく二案というとこ

ろに関しまして、ΔｋＷ価格の定量評価ですとか、差分決済時の影響評価というところを実

施したというところでございます。 

 その結果、ケースⅠ、逸失利益のみを扱ってシングルプライスにするということであれば、

一定程度、価格低減ならびに課題というところは解決になってくるのかなというふうにも
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考えてございますので、そういった観点からも、今後の有力な候補として検討のほうを進め

ていってはどうかというふうに考えているところでございます。 

 もう一点、先ほど来少し言及されてございました、その他一定額の扱いというところに関

しましても、今後の進め方のほうで整理しているというところでございます。 

 こちら、現行の制度において、ΔｋＷの価格要素にその他一定額が入っているということ

も事実であるというところではございますが、こちらも約１年前、第 8回の本検討会で触れ

たところではございますが、この同時最適の中で、その他一定額というところをΔｋＷの入

札価格として織り込んだ場合、どのようになるのかという影響評価の話でございまして、こ

ちら、結果といたしましては、そういった価格が入った電源ほど、ΔｋＷで約定されづらく

なる傾向があるというところもございまして、この点、本来的には事業者目線に立ちますと、

その他一定額を回収したいがゆえに織り込んでおったところ、むしろ約定率が下がるイコ

ール回収ができないということもございますので、本末転倒の結果になるのかなという傾

向を示しておったところでもございまして、そういった観点も踏まえますと、どちらかと言

いますと、他の適正な対価のお支払方法を検討したほうが望ましいとしておったところで

ございます。 

 この点、中間取りまとめでもお示ししておったような幾つかの案がございまして、一つが、

先ほどございましたように、ΔｋＷのシングルプライス化という話もあれば、一番下のレ点

にも書いてございますように、調整力ｋＷｈもシングルプライスにするという考え方もあ

ろうかというふうに思ってございます。 

 また、というところで、真ん中のレ点でございますが、米国におきましては、調整力のパ

フォーマンスに応じた報酬を与えるという考え方もあるというところでもございまして、

これはイメージとしてどういうものかというふうに申し上げますと、例えばＧＦ、ＬＦＣの

ような高速に応答する調整力等に関しましては、現行制度というところは、周波数の上げ下

げというところは、ある程度一定の割合で生じるということを考えますと、30 分のコマの

中では上げと下げが相殺されまして、あたかも何も応答していないかのような結果しか現

れてこないというところではございますが、実際には、その 30 分の中でも 10 回、20 回、

上下の運動しているということを考えますと、それだけ働いたという評価も当然あり得る

んだというふうにも考えてございますので、そういったところを具体的にどのように評価

するのかは、ちょっと今後の検討かなというふうにも考えてございますが、そういった方法

に関しましても、今後、検討のほうを深めていってはどうかというふうに考えているところ

でございます。 

 また、それに加えまして、今回取り扱ってございませんが、地内混雑発生時の価格でござ

いましたりですとか、先ほど来、ご議論いただいてございますように、青と黄のロジックの

関係性等々に関しましても、次回以降、検討結果のほうを示していきたいというふうに考え

ているところでございます。 

 こちらの資料に関しましても、説明のほうは以上となります。よろしくお願いいたします。 
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○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは自由討議、質疑応答の時間に入ります。いつもどおり、会議室にいらっしゃる方

は名札を立てていただき、ウェブの方は挙手ボタンでお知らせください。順次指名させてい

ただきます。どなたかございますでしょうか。 

 東谷オブザーバー、お願いいたします。 

○東谷オブザーバー 

 ＪＥＲＡの東谷です。ご説明ありがとうございます。 

 私からは、１点コメントさせていだきます。 

 資料 32ページの今後の進め方のところで、先ほど申し上げました、その他（一定額）の

扱いについて触れられております。 

 ΔｋＷ価格に反映し切れない点に関しては、他のところで回収というか、その利益を獲得

するということで、例えば、調整力ΔｋＷあるいは調整力ｋＷｈのシングルプライス化、そ

れからパフォーマンスに応じた報酬なども念頭に検討を深めていくと記載されております

が、先ほど説明のあったΔｋＷのシングルプライスオークション化の検討においても、逸失

利益のみとすることによって、価格を極力抑える方向で検討が進めておられている中で、そ

の他（一定額）に相当するものが一体どの部分に織り込まれているのかというのが、よく分

からない部分がございますので、今後検討を深めていく中で、この辺りを明らかにしていた

だければと思います。 

 以上です。 

○金本座長 

 ありがとうございます。そのほかございますでしょうか。 

 五十川委員、お願いいたします。 

○五十川委員 

 ご説明ありがとうございます。 

 ΔｋＷの市場価格に関しては、資料３でもあったところですが、同時市場全体から適正な

収益が得られる制度を構築することが肝要であると考えています。その点で、今回の起動等

に関する費用を抜いた形はあり得るところですし、意味のある分析であると思っています。 

 ここでは、起動等に関する費用として、起動費と最低出力費用が挙げられています。ただ、

このうち起動費だけに着目するケースは、そもそも概念的に合理性が低いように思ってい

ます。機動費だけを別枠として価格から除くような処理は、どのように根拠づけられるのか

という点ですね。その点で、ケースⅠのほうが分かりやすく、13ページの結果も見ますと、

ΔｋＷ価格高騰も抑えられるということで、これを有力な候補とする今回の資料のまとめ

は理解できるところであります。 

 ただし、これも記載されているとおりですが、このΔｋＷ価格を仮に採用するとしても、

同時市場全体で回収できない収益がどの程度発生するのか、ｕｐｌｉｆｔがどうなるのか
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という点は、今後、議論を進めていく必要があろうかと思います。 

 いずれにせよ、過不足なく収益が得られる制度を全体として、どのように構築するのかと

いう視点で議論が進めばよいと思っています。 

 私からは以上です。 

○金本座長 

 ありがとうございました。 

 次は、東京ガスの石坂オブザーバー、お願いいたします。 

○石坂オブザーバー 

 東京ガス石坂でございます。どうもご説明ありがとうございます。 

 まず、この資料で確認しておきたいんですけれども、この資料は「前回」という言葉が結

構多用されているので混乱を招きかねないんですけれども、まず 13スライド目の表の一番

左の列に「前回」と書いてあるもののうち、ハイブリッドなんですね。あと、31スライド目

のまとめの下から２番目のポツにある「前回（ΔｋＷ価格は例Ⅳ：逸失利益はＳＰＡ、機会

費用はＭＰＡ）」とあるこの記載ですけども、前回にも案は複数あって、有力な案にならな

かったものもあるというのは承知しているんですけれども、今申し上げた 13スライドと 31

スライド目に書いてある前回、ハイブリッド案ですけれども、これに関しては、現在も有力

候補の一つであって、今回提案のケースの①、ＳＰＡとともに、今後、検討を深めていくと

いう理解でよいかということを確認しておきたいと思います。資料から一応そう読めると

は思っているんですけれども、大事な点なので確認しておきたいと思います。 

 その前提で、この 31スライド目について申し上げたいんですけれども、今回ご提案いた

だいたケース①は、ハイブリッド案を比較すると、価格は確かに低減されているんですけれ

ども、ｕｐｌｉｆｔは逆に相当大きくなっているということで、発電事業者に適切な収益が

得られるかとか、市場価格の信頼性がどうかという観点からはそれなりに、それはそれで課

題があると考えておりますので、32 スライド目の４ポツいただいていますけれども、いず

れの案を検討するにしても、報酬等をいろいろ工夫することによって、ｕｐｌｉｆｔはでき

るだけ低減する方向でご検討いただきたいなと思っております。 

 以上です。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。そのほかございますでしょうか。ございませんですね。 

 事務局のほうからご回答、お願いいたします。 

○下根マネジャー 

 委員の皆様、オブザーバーの皆様、大変多岐にわたるご意見をいただきましてありがとう

ございます。 

 まず五十川委員からいただきましたところ、市場全体から適正な対価を回収するのが大

事だというところは、まさにそのとおりかというふうに考えてございまして、ある意味では、

今回ケースでお示しして、試算の結果もお示ししたところではございますが、そもそもの考
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え方として、ケース②、起動費だけを除くという考え方には合理性がないのではないのかと

いうところは、結果も含めて、ご指摘のとおりかなとも思ってございまして、結果的には、

今回の案から落ちているところではございますが、根本の考え方としてもおかしいよねと

いうところのご示唆をいただいたのだというふうに考えてございます。 

 その上で、今後ケース①というところをメインに考えていくということではございます

が、その考えに関しましても、東谷オブザーバーや石坂オブザーバーからいただきましたよ

うに、「前回」という記載が少し分かりづらいというところは大変申し訳ございませんでし

たというところではございますが、ご意見のところでは、正しくご理解いただいているのか

なというところと、前回というところに関しましては、ある意味ではシングルプライス化し

たときにも価格高騰しない、その時点では最も合理的かと思っておったハイブリッドの案

というところを、「前回」というように表記していたところではございますが、ただ、こち

らのハイブリッドの案に関しましても、やはり機械費用、逸失利益、両方あり得るというと

ころから差分決済時の扱いが難しいという課題が残っておったというところでございます。 

 今回は、そちらの観点に関しましても、クリア可能ではないかというところで、逸失利益

のみを扱う案というところで、一つの合理性のある考え方としてお示しできたのかなとい

うふうに考えてございますが、一方で、その分だけΔｋＷの価格が減って、ｕｐｌｉｆｔに

回っている課題もあるのではないのかというご示唆をいただいたのだというふうに考えて

ございます。 

 この点に関しましては、先ほど来いただいてございますように、その他一定額に変わる方

法も一つということで、幾つかお示ししているようなシングルプライス化、あるいはそのパ

フォーマンスの評価等々によりまして、どういった水準感になるのかというのも、今後の検

討かなとも思ってございますが、いずれにしても、どういった方法が組合せとして最も妥当

なのかというところは、引き続き検討のほうはしっかり進めていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

 事務局からは以上となります。 

○金本座長 

 ありがとうございました。そのほか何かございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、次の議題に移らせていただきます。 

 

（４）安定供給の観点から自己計画電源入札が制限される場合の考え方について 

 

○金本座長 

 次は、議題４でございまして、安定供給の観点から自己計画電源入札が制限される場合の

考え方についてでございます。 

 この議題につきましても、事務局の広域機関より資料６のご説明をお願いいたします。よ

ろしくお願いいたします。 
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○下根マネジャー 

 広域機関事務局の下根でございます。 

 そうしましたら、四つ目の議題というところでございまして、資料６、安定供給の観点か

ら自己計画電源入札が制限される場合の考え方について、こちらのほうの説明をさせてい

ただきます。 

 ２ページでございますが、これも一つ目の議題のほうでも相当程度ご議論いただいたと

ころではございますが、自己計画電源に関しましては、原則、事業者の選択自由という、そ

ういう方向性を示しておったというところではございますが、一方というところで、安定供

給の観点から必要がある場合に関しましては、「一定の制約」に服していただく必要がある

ということも示しておったというところでございます。 

 こういったところに関しまして、具体的にどういった断面でそういった状況が発生する

のか、それを同時市場においてどのようにワークさせるのかというところが重要になって

くるのかなというふうにも考えてございますので、今回まずは現行の制度、ルールを参照し

た上で、どういった状況下で発生しているのかという話、同時市場における扱いというとこ

ろを整理のほうをしてみたというところでございます。 

 まずは議論の振り返りというところでございまして、６ページでございますが、これまで

の議論におきましても、安定供給の観点から必要がある場合というところに関しましては、

セルフスケジュール電源というところでございましても、一定の制約に服していただく必

要があるというところで、「具体的には」というところで、例えば需給逼迫時でしたりです

とか、出力制御、混雑処理、そういったときには必要だというふうにしておったところでご

ざいます。また、出力制御が発生することが予見されるようなコマに関しましては、長期固

定電源等を除きまして、全ての電源を市場でコントロール可能な電源として入札いただく、

そういった方法もあり得るかというふうにしておったところでございます。 

 関連する論点といたしましては、電源トラブル時の話だというところもございまして、こ

ちらは前日同時市場の約定後に、そういった電源脱落などのトラブルが発生した場合に、自

社電力の余力を活用する、そういったところも原則自由にしたというところではございま

すが、こちらも持ち替える余力というところの地点が変わりまして、系統の混雑を助長させ

ると、そういった話になるのであれば、それはなかなかちょっと難しいという話を申し上げ

ておったというところでございます。 

 こういったところ、もう少し明確にしたのが８ページ以降だというところでございまし

て、そもそも「自己計画電源とは」というところに関しましては、その電源等の起動及び出

力容量下限までの出力を事業者の方で決定することができる電源のことを指しているとい

うところで、イメージ的には、Ｍｕｓｔ Ｒｕｎと呼ばれるような領域に該当するというふ

うに考えてございます。 

 こういったところが、先ほども申しましたとおり、出力制御、混雑処理といった抑制側の

制約が発生する際には、そういったＭｕｓｔ Ｒｕｎの出力確定がなかなか難しいという
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ことを書いているというところでございます。逆側、焚増に関しましても同じ話だというと

ころでございます。 

 こういった一定の制約というところが、どういった場所、どういった時間に発生するのか

というところをまとめたのが９ページだというところでもございまして、こちらに関しま

しては、場所というところが連系線なのか地内なのかというような区分、あるいは前日なの

か、時間前以降なのかという時間帯の区分というところには、あまり関係がないのかなとも

考えてございまして、当然需給の状況、再エネの状況、もろもろ逐一、時々刻々と変わると

いうところもございますので、こういったことが必要になるというところが顕在化した暁

には、やはりそういったところが必要になる場所、時間に対しまして、一定の制約が必要で

はないのかというふうに考えているというところでございます。 

 続きまして、現行の制度、ルールを踏まえた考え方だというところでございます。 

 12 ページが抑制側の話というところでございまして、現状は調整電源、電源Ⅲと呼ばれ

ます電源に関しましては、ＴＳＯは原則起動停止を行わないという制度設計でございます

が、こちらも抑制を行わなければ安定供給上、問題がある場合というところで、先ほど来、

お示ししてございますように、供給余剰時の優先給電ルール、あるいは系統混雑時というと

ころに関しましては、ＴＳＯによる停止、出力抑制が行われているというところでございま

して、少し細かなルールの違いがあるというところではございますが、概要といたしまして

は、調整電源、電源Ⅲ、そして再エネと、そういった順番になっているというところでござ

います。 

 こちらをより詳細に示したのが下の表であるというところでもございまして、こちらで

お示ししているところといたしましては、その抑制可能な領域に関しましても、事業者と協

議の上で抑制可能なところもあれば、なかなか抑制が難しい領域もあるというところで、協

議によっても変わる領域もあるということをお示ししているというところでございます。 

 14 ページがその逆、焚増側の発生でございまして、こちらは需給逼迫というところでも

ございますので、調整力不足ですとか供給力不足、そういった断面に至りますと、ＴＳＯの

追加供給力対策というところで、調整電源等々の追加起動でしたりですとか、揚水のＴＳＯ

運用、あるいは焚増が発生するというところで、こういったところも、その表に書いてござ

いますように、協議によってそれができる電源、できない電源が分かれている実態があると

いうところでございます。 

 そういったところを受けまして、同時市場でどのような取扱いの方法が考えられるのか

というところを次の章で整理したというところでございます。 

 17 ページが、まずは抑制側の話だというところでもございまして、こちらは先ほど来、

申し上げてございますように、一言で調整電源、電源Ⅲといいましても、協議次第で抑制可

能な領域もあれば、協議したところで抑制ができない領域もあるというところでもござい

まして、そういったところを同時市場の約定の都度、協議・調整するのは、いささか非現実

的かなというのも考えてございますので、この点、原則自由としてございます自己計画電源



45 

に関しましても、あらかじめ、それが任意の領域なのか、絶対の領域なのか、そして任意で

あれば、Ｔｈｒｅｅ－Ｐａｒｔ情報も含んで登録いただくのが大事かというふうに考えて

ございます。 

 その上で、どのような場合にそれが発生するのかというところの検討を行ったのが 18ペ

ージでございます。 

 まずはというところで、ＳＣＵＣロジックというところは、当初より一定の制約が発生す

るかどうかというのは分からないというところでもございまして、言い換えますと、ＳＣＵ

Ｃロジックでどのようにして一定の制約を課す必要性を特定するのかというところで、ま

ずは絶対セルフ、任意セルフ、そういったところに関しましても抑制をせずに、ＳＣＵＣ計

算を実施するという、そういうフェーズがあるというところでございます。 

 その場合、その図に書いてございますように、絶対セルフ、任意セルフというところを固

定値としたままで再エネ抑制に至っているということであれば、本来的には電源Ⅲの抑制

をした上で再エネ抑制をするという、そういった優先順位のルールがある中で、そういった

任意セルフが固定されているということは望ましくないという話でもございますので、逆

の言い方をいたしますと、ＳＣＵＣロジック計算の中で、例えば再エネ抑制の断面があると

いうふうになりますと、そういった系統、時間帯に関しましては、一定の制約を課すべき対

象になるというふうに考えているというところでございます。 

 「また」というところで、先ほど再エネ抑制に至るところをトリガーにするというふうに

申し上げたところはございますが、こちらも場合によっては、再エネが存在していないよう

な系統、あるいは時間帯もあろうかというふうにも考えてございますので、そういったとこ

ろで取り漏れることがないようにという観点で、例えばというところで、下の図にも示して

ございますように、下げ代確保ができない断面、あるいは運用容量が超過する断面というと

ころが、同じような状況になっているのかというふうにも考えてございますので、こちらも

条件として加えてはどうかというふうに考えているところでございます。 

 21 ページからは焚増側の話でございまして、こちらも先ほどの抑制側と全く同じ話でご

ざいまして、あらかじめ焚増可能かどうかを協議しておくというところも大事なのかなと

いうところでございますので、任意領域なのか、絶対領域なのか等々に関しましては、登録

していることが重要だというところでございます。 

 その上で、先ほどと同じくＳＣＵＣロジックの中で、どのようなトリガーをかけるのかと

いうところでございまして、こちらも先ほどと同じくＳＣＵＣロジックは当初、任意セルフ

というところを固定値のままでも計算を回すというところでもございますので、そういっ

た中におきまして、下の図にも書いてございますように、上げ代不足に至るということであ

れば、それはすなわち広域予備率不足に該当するであろうというふうにも考えてございま

すので、そうなりますと、いわゆる逼迫モードかというところで、そういったところにおき

ましては、任意セルフというところは、Ｔｈｒｅｅ－Ｐａｒｔ情報を基に動かす電源に変え

てはどうかというふうに考えているところでございます。 
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 こういったところを市場の取引の中でどのように反映していくのかをお示ししたのが 24

ページだというところでもございまして、こちら、理想論的には、一つの市場の取引断面に

おきまして、まずは一定の制約を課す必要があるのかどうなのかを判定するロジックを回

した上で、それで一定の制約が必要だということであれば、再度回し直すということが考え

られるというところではございますが、なかなかどうして、ロジックの収束性等を考えます

と、１度の取引の断面で２回計算をするということは現実的でないのかなとも考えてござ

います。 

 この点、以前お示しした下の図にも書いてございますように、同時市場というところは、

週間から前日、そして時間前にかけまして複数回ＳＣＵＣを回す、そういった市場であると

いうところでもございますので、こういったところをうまく活用いたしまして、どこかの断

面のＳＣＵＣ計算の中で、先ほどもお示ししたような制約があるという話になりますと、そ

の次のステップの計算から、そういった一定の制約を課した上で、再計算を回すという形に

すれば、いずれか実需給までには必要な抑制、あるいは焚増が促せるのではないのかという

ふうに考えているというところでございます。 

 まとめと今後の進め方でございますが、26 ページの一つ目、二つ目に関しましては、先

ほど整理した内容ということをお示ししているというところでもございまして、一番下の

「また」というところに関しましては、こちらも先ほど東谷オブザーバーからいただきまし

たとおり、こういったところが必要な断面に限ってやるべしというようなご指摘もいただ

いたのかなとも思ってございまして、それ自体はそのとおりかなというところで、しっかり

こういった一定の制約が必要になる地点、時間というところを特定するロジックというと

ころも重要になってくるというふうにも考えてございますので、そういったところを今後

の技術検証におきましても、その精緻化も目指して検証のほうも示していきたいというふ

うに考えているというところでございます。 

 こちらの資料に関しましても、説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○金本座長 

 ありがとうございました。 

 それでは自由討議、質疑応答の時間に入らせていただきます。いつもどおり、会議室にい

らっしゃる方は名札を立てていただき、ウェブの方は挙手ボタンでお知らせいただければ

と思います。 

 では、ございますでしょうか。 

 東谷オブザーバー、お願いいたします。 

○東谷オブザーバー 

 ＪＥＲＡの東谷です。ご説明ありがとうございます。 

２点ほどコメントさせていただきます。 

 １点目は、抑制・焚増の優先順位についてです。 

 同時市場に入札される電源というのは、まず市場計画電源と自己計画電源の二つに区分



47 

されると認識しておりまして、今回のご提案ですと、自己計画電源は更に二つに分けて、こ

の３区分に分類されるかと思います。 

 先ほども申し上げたとおり、自己計画電源に対する制限というのは、安定供給上、本当に

必要な場合に限定されるべきだと考えておりますので、供給力不足や供給力余剰、系統混雑

が見込まれる場合、基本的には市場計画電源から調整して、それでもなお調整し切れない場

合に、この自己計画電源に制限をかけるという考え方が合理的なのではないかなと考えて

おります。 

 その上で、市場計画電源内、あるいは自己計画電源内の優先順位として、優先給電ルール

などの現行制度の優先順位の考え方を適用するというのが適切ではないかと考えておりま

す。 

 ２点目は、任意セルフ電源と絶対セルフ電源の区分についてです。 

 現状、安定供給上必要な場合、燃料制約に伴うマストランあるいは出力容量上限抑制など

については、協議によって調整しているところでありますが、これを事前登録によって協議

なしで一律に調整してしまうことにやや懸念を持っております。 

 したがいまして、任意セルフ電源と絶対セルフ電源の線引き、すなわち調整不可な入札制

約の考え方を検討するにあたっては、協議を省略するという現行制度の違いを踏まえ、慎重

にご検討いただければと思います。 

 以上です。 

○金本座長 

 ありがとうございます。 

 そのほか、ございますでしょうか。 

 小宮山委員、お願いいたします。 

○小宮山委員 

 小宮山でございます。ご説明いただきましてありがとうございます。 

 今回 17枚目のスライドで、新たに自己計画電源を、これまでご説明いただいておりまし

た絶対セルフ電源に加えて、任意セルフ電源という新しい区分についてご提案いただきま

してありがとうございます。 

 ご提案のとおり、私も従来の絶対セルフ電源に加えて、任意セルフ電源という新しい区分

を設けることに賛同させていただきたいと思います。 

 その背景には、こちらの図でご提示いただいているピンク色の領域、市場計画電源であれ

ば市場計画に委ねる領域、それから任意セルフ電源でのこの調整可能領域、やはりこのＳＣ

ＵＣ、ＳＣＥＤロジックに基づくものであれば、このピンク色の領域を市場内で拡大してい

くことが、より一層、日本の全体の電力システムのコストの低減につながるということ、こ

れは間違いないことだと思いますので、やはり可能な限り、このピンク色の領域を設けるこ

とがコスト低減を実現する上では、大変大事なことだというふうに認識しております。 

 ですので、やはりこの任意セルフ電源、今後どういうふうに、具体的にこの市場システム
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の中に実装していくか、より議論を深めていく方向性に賛同させていただければと思いま

す。 

 また、やはりこのピンク色の領域を拡大することで、より日本の電力全体のコストが低減

できるということを今後、シミュレーションを通じて、このピンク色の領域を拡大していく

ことが、よりコスト低減につながるという、そういうようなシミュレーションも今後行うこ

とで、この任意セルフ電源のこの意義を理解していくことも大変大事かというふうに認識

しております。 

 私からは、以上でございます。 

○金本座長 

 ありがとうございます。 

 次は五十川委員、お願いいたします。 

○五十川委員 

 ご説明ありがとうございます。 

 自己計画電源が一定の制約に服するという整理になっていたところ、そもそも一定の制

約をどのように定義づけるのかという点は必要な議論ですし、こういった整理は重要であ

るところだと考えます。 

 先ほどから議論があるところですが、前提として、今回一つ出てきている考え方は、自己

計画電源を「任意」と「絶対」に分けているという点です。この区分自体に異論はありませ

んし、それをあらかじめ登録しておくということも理解できるのですが、抑制側、焚増側そ

れぞれについて、何が絶対セルフ電源になるのかという区分はそんなに簡単ではない可能

性がありますので、今後詰めていく必要があるということかと思っています。 

 その上で、一定の制約の特定方法について、抑制型と焚増側に分けた考え方が 18ページ

以降に整備されています。今回提示されている考え方自体は合理的なものだと思いますの

で、これを基礎として議論を進めるということでよいのではないかと考えています。 

 私からは以上です。 

○金本座長 

 ありがとうございます。 

 次は、松村委員、お願いいたします。 

○松村委員 

  私自身が資料をいただいたときに、この絶対セルフ電源、任意セルフ電源というのは、

新しい概念ではないと思い込んでいました。さらに、ここで議論しているのは、同時市場の

話ではないというのはちょっと言い過ぎなんですけど、同時市場があろうとなかろうと外

からの制約が当然あるわけで、今でも当然問題が起これば制約するということがあり、それ

を同時市場の中でならどう表現するの、対応するのと、そういう議論をしているだけで、こ

れはまさに既にある話だと思っています。 

 その上で、今だって何か再エネよりも後に抑制される電源は当然あるわけで、それは理由
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があってそうしているわけなので、この同時市場の世界だって、そこもみんな一緒くたにす

るわけにはいかないから、当然今の発電制約が合理的であるとすれば、そのまま引き継ぐと

いう格好で整理されているだけ。 

 そうすると、絶対セルフ電源とは何ですかというのは、もうおのずから、そういう外生的

なというか技術的な型で、再エネよりも後に制御せざるを得ないような電源というのが、そ

ういう類のものは全部ここに入るという、そういう整理だと私は受け止めていました。 

 次に、最初に出てきたのは、何か制御をしなければいけないということが出てきた全体と

しての需給ということもあり得るし、特定の線の混雑ということもあり得るし、何か制御し

なければいけない。それはどういう市場があろうとなかろうと制御しなければいけないと

いう状況のときに、市場に入れた電源だけ一方的にまず制限されて、セルフのほうは後回し

とかというのはあまりにも不公平じゃないか。こんな制度を組み込んだら、最初っから市場

に参加するインセンティブを著しく損なうではないかということで、ここはフェアにやり

ましょうという大原則を事務局から最初に説明していただいたんだと思います。 

 しかし、今回オブザーバーから出てきた議論は、それと真逆のものが出てきている。まず

市場から制御しようというんだけど、私は普通に聞いていれば、すごい無体な議論だと聞こ

えたと思います。例えば今、再エネが余っているところに出力制御をするというときに、市

場に参加している電源、火力発電をまず抑制するけど、でもそうでないところは、セルフで

決めているところは最後まで抑制しなくて、それでも足りないときだけ、ようやくそちらを

制御すべしとの意見。 

 例えば線が混雑しているというときに抑制しなければいけないというときに、市場に参

加した電源は先に抑制するけど、そうでない電源は、そこで抑制して混雑が解消できないと

いうときにようやくやりますという、そういう順位をつければ、その送電線に対して、言わ

ばその市場に参加しない電源に優先権を与えているのと同じになってしまう。そんな不公

正な制度を同時市場の世界でやるのですか。それは同時市場であろうとなかろうと制御し

なければいけないという、そういう状況のときにフェアに制御しましょうという当たり前

のことを言っているだけで、その当たり前の提案というのが、今回事務局から出てきたと受

け止めています。それに関して、先に市場で抑制するんでしょうという発想というのは、私

は相当変ではないかと思います。 

 しつこいようですが、そのときに必要もないのにやたらと抑制するなよというのは正当

な議論だし、だから本当に必要なときだけするようにしてください。価格メカニズムで、あ

らかじめ調整できて、その必要性がなくなる状況なら、それを追求してくださいというのは

正当だと思うけれど、しかしこの文脈で、市場に参加しない電源が優先されるなどという発

想は、私はあり得ないと思います。 

 以上です。 

○金本座長 

 そのほか、ございますでしょうか。 
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 増川オブザーバー、お願いいたします。 

○増川オブザーバー 

 ありがとうございます。発電協会、増川でございます。 

 今、松村委員から話あったところとちょっと関連するんですけども、再エネ、太陽光のこ

とだけ考えても、例えばコーポレートＰＰがありますと。市場に参加しませんといって、そ

の太陽光は抑制されないと。一方、そうでない市場取引される太陽光は抑制されて、すごい

変な話で、そこをどういうふうに公平性を担保するかというのを、私の中ですごいシンプル

で、抑制されない電源は、それなりに混雑処理の費用を払えと。 

 自分がコーポレートＰＰをやって、これ以上、混雑費用がかかるなら、もう自分の電源を

止めていいですと。ただ、ここまでは混雑処理費を払うので動かせてくれというやり方がす

ごい公平だと思います。そういうやり方ってできないんでしょうかというのが質問と、要は

その市場に参加する、参加しないとか、要は抑制しなければいけないと、太陽光全部半分

50％下げなければいけないということになっているわけですよね。それで、どれかが電源が

されなくていいとか、されるとかというのはすごい変な話で、それをされない人は、ちゃん

とそれをされた人のオンライン代理制御ではないですけれども、費用を払うというのは当

然かなと思いました。その辺の考え方を教えてください。 

 以上です。 

○金本座長 

 そのほか、ございますでしょうか。 

 市村委員、お願いいたします。 

○市村（拓）委員 

 ありがとうございます。 

 私から１点だけ、基本的には今議論されているところとの関係で、１点、視点としてのと

ころを整理いただければと思ったんですけど、基本的には公平にどうやっていくかという、

このルールの考え方だと私も思っています。 

 あとは、従来からあるように、中長期的な電源との確保との関係性、これをどういうふう

にバランスを取っていくのかという議論は一つあると思うので、その観点との関係で、どう

整理していくのかという点も、併せて検討いただければというふうに思っています。 

 以上です。 

○金本座長 

 ありがとうございます。 

 そのほか、ございますでしょうか。 

 河辺委員、お願いします。 

○河辺委員 

 ありがとうございます。東京科学大学の河辺です。 

 私から細かいところで恐縮なんですけど、二つほどコメントさせていただければと思い
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ます。 

 一つは、例えばスライド 18のところで示していただいている「一定の制約」の特定方法

のところなんですけれども、今回一案として、例えばＳＣＵＣの計算で再エネ抑制に至って

いる系統を対象にするということはご提案いただきまして、これについてはご提案のとお

り、検討を進めていただければとは思っております。 

 ただ、その部分で思ったところといたしましては、この再エネの抑制というのが、運用容

量が理由で起こっているという状況におきましては、この系統混雑の生じているエリアで、

この任意セルフ電源を調整するということが合理的な方法になるかなというふうに思うん

ですけれども、もしこれが連携系統全体の需給バランスの制約が理由で再エネの抑制が起

こっているという状況だと、必ずしも再エネの抑制が起こっているエリアだけでやらなく

てもいいのかなという気もしたので、ここは、まず最初はこの方法でということでいいと思

うんですけれども、ほかの選択肢も今後、検討してみてはどうかなというふうに思いました。 

 もう一つは、これは一定の制約の市場取引への反映方法という呼び方をされていたかと

思うんですけれども、まとめのところでも示していただいていたとおり、週間のＳＣＵＣの

結果に基づいて、前日同時市場のＳＣＵＣ計算を工夫するというところがございまして、こ

れも今後、技術検証の中で進められていくということで、まずはこの方法からスタートして

いただければというふうに思ったところではございますけれども、何かほかにもここもや

り方があるのかなという、これは具体的な案があるというわけではないんですけれども、一

度のＳＣＵＣの中でも、例えば重みづけ係数みたいなものを設定することで、この任意セル

フ電源も調整の対象にして、一度のＳＣＵＣで解けないかとか、そういうことも思ったりい

たしましたので、これがまずスタートということでやっていただければと思うんですけれ

ども、ほかのアプローチというのも検討していくといいのではないかなというふうに思い

ました。 

 私からは以上でございます。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 そのほか、ございますでしょうか。よろしいですか。 

 では、事務局のほうからお願いいたします。 

○下根マネジャー 

 委員・オブザーバーの皆様方、大変多岐にわたるご意見等々をいただきましてありがとう

ございます。 

 まず、松村委員にいただきました今回の「任意セルフ」「絶対セルフ」という定義が新出

のものではないのではないかということに関しましては、まさにご指摘のとおりだという

ふうに考えてございまして、現行制度におきましても、先ほどもご紹介いたしましたように、

都度協議をした上で、抑制するところとそうでないところがあるというところを同時市場

に置き換えると、どのような形になるのかというところの枠組みとしてご紹介させていた
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だいたというところでもございますので、概要的には当初よりあった、今でもあるものとい

うところ、同時市場で扱うにはという一案として、提案させていただいたというところでご

ざいます。 

 その上で、市場計画電源を優先するのか、任意セルフ電源を優先するのかということに関

しましては、一番最初の議題でもございましたように、そもそも現行制度自体が妥当なのか

という観点も含めた上での検討が重要ではないかとも考えてございまして、この点、現行の

優先給電ルールというところに振り返りますと、確かに現行の優先順位というところに関

しましては、調整電源を抑制した上で、オフラインの電源Ⅲに至るというところではござい

ますが、こちらもオンラインかオフラインかというところでの人間系処理のスピード感で

ございましたりですとか、あるいは一般論的に、調整電源のほうが単価の高い電源である可

能性が高いというところもございますので、そういったところから現行の仕組みの中で実

現し得る妥当な方法という形になっているんだと思ってございますので、そちらを先ほど

来ご議論頂いておりますように、同時市場においてメリットオーダーで扱えるという世界

観になるのであれば、そういったフェアな扱いというところが原則ではないのかというと

ころは、松村委員のご指摘のとおりなのかなというふうにも考えているということでござ

います。 

 その上で、五十川委員にもいただきましたように、任意セルフと絶対セルフをどのように

区分けするのかというところが非常に重要であるというところは、まさにご指摘のとおり

かなと思ってございまして。少し小さく※書きにも書かせていただいたとおり、そこに該当

する要件というところが非常に重要な話であるというところで、今後検討かなとも思って

ございまして、まずは現状、そもそも協議をしているというところで申し上げるところもご

ざいますけども、各エリア、各系統において、どういった協議の状況下において、それを認

めるのか等々を実際に深掘りした上で、どういったルールメイクをしていくのか等を深掘

りしていくのが大事なのかなと思ってございますので、そういったところは、今後も丁寧に

やっていきたいというふうに考えているというところでございます。 

 続きまして、増川オブザーバーにいただきましたところ、こちらも類似の論点ではござい

ましたが、コーポレートＰＰＡだけ抑制されないみたいな話はおかしいよねというところ

は、事実、そのとおりかなと思ってございまして、現行の優先給電ルールにおきましても、

ＴＳＯが抑制対象とする再エネに関しましては、あまり契約がコーポレートＰＰＡなのか、

そうでないのか、そういったところを区別することなく、厳密に言いますとできないという

のが正しいんですけども、そういったところも抑制は公平にやっているというところでも

ございますので、やはりフェアというところを原則として考えた上で、その抑制の仕組みが

あった中で、契約をどのように結ぶのかというところが追加の論点であり得ると、そういう

関係性なのかなというふうに考えているというところでございます。 

 その点、抑制されない電源に対しての混雑費用の支払いですとか、そういったところに関

しましても、どのように抑制するのが合理的なのかというところを可能な限りメリットオ
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ーダー、価格シグナルで促していくというところを検討しつつも、どういった方法があるの

かというところは、今後の検討かなというふうに考えているところでございます。 

 続きまして、市村委員にいただきましたところ、中長期との関係性に関しましては、こち

らは一つ目の議題の中で長窪調整官からもいただきましたところでございますが、やはり

電源抑制の予見性を示すことが大事なのかなと思ってございまして、こういったところは

現行におきましても、再エネ抑制がかかるという話であれば、数日前から予告するですとか、

需給の状況は、１年通すと大体傾向とかもございますので、例えば九州エリアの中で再エネ

抑制が行われ、それがゴールデンウィークに多いというような話がありますと、事業者もお

のずとゴールデンウィークにおいては、最低限の発電計画を出してくるとか、そういったと

ころもございますので、やはり一定程度、予見性並びに学習効果というところを期待して、

全体的にうまくワークさせるのが大事ではないのかなというふうに考えているというとこ

ろでございます。 

 最後に、河辺委員からいただきましたところの一定の制約の特定方法というところに関

しましては、再エネ抑制をトリガーにするのも一つの案ではあるものの、全体としての余剰

時はどうするのかというところに関しましては、おっしゃるとおり、連系線ですとか、地内

の混雑と見切れずに、極端な言い方をしますと、同期連系系統全てが余剰になっていると、

そういった断面も将来的にはゼロではないという話だと思ってございまして、まさに、そう

いったケースに対応するべく、19 ページにも書いてございますように、再エネ抑制だけで

はなく、下げ代不足でしたりですとか、ほかのトリガーというところも入れることによって、

系統全体としても制約が必要になってくるという断面もピックアップできるようにという

ところで、幾つかのトリガーというところをまとめる必要があるのではないのかというこ

とをご提案差し上げておるというところでございます。 

 特定方法の二つ目に関しましても、週間以降のＳＣＵＣを利用するというところも一案

ではあるものの、重み係数を入れることで一回で収まるのではないかというところに関し

ましても、あまりちょっと任意ケースに重みを入れ過ぎると、先ほども申し上げたフェアと

いう扱い自体を若干阻害するところもございますので、その案自体が採用できるかという

話はあるんですけども、何かしらあまり時間をかけることもなく、制約を特定できることの

ほうが望ましいということ自体は変わらないのかなと思ってございますので、そういった

ところ、技術検証も含めまして、何ができるのかというところに関しましては、引き続きし

っかり検討していきたいというふうに考えているところでございます。 

 事務局からは以上となります。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 

（５）同時市場における相対契約の会計上の論点について 
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○金本座長 

 それでは、もう一つ議題がございまして、次の議題５、同時市場における相対契約の会計

上の論点についてに入らせていただきます。 

 これにつきましては、トーマツのﾋﾉ様から資料７－１、それからｻｶｲ様から資料７－２、

事務局の資源エネルギー庁から資料７－３の説明を一括でお願いいたします。よろしくお

願いします。 

○有限責任監査法人トーマツ（樋野） 

 お時間いただきましてありがとうございます。トーマツの樋野でございます。 

 私からは資料７－１で、諸外国の電力取引における会計上の取り扱いということなんで

すけど、諸外国における電力の相対取引について、どういうふうに会計処理をなされている

かというのをちょっと調査してまいりましたので、そのご報告になります。 

 ちょっと資料をご覧いただくと、結構文字だらけで大変恐縮なんですけど、会計処理の調

査となると、どうしても会計処理というのが個別の事象とか、個別の取引で判断することに

なりますので、会計基準の列挙みたいな形になってしまいます。 

 とはいえ、この場でこの会計基準を説明するというのはあまりにちょっと分かりにくい

ので、３ページ目のサマリーで、端的に今回の調査結果についてご報告させていただきたい

というふうに考えております。 

 今回の調査の趣旨といいますか背景について、ちょっとリキャップをさせていただきた

いなと思っているんですが、これ、資料上は日本というところの現状認識と課題のところに

書かせていただいている内容を少しデフォルメしてお話させていただければと思いますが、

もともと今、発電と小売とで相対取引をされているというところに関しては、普通に電力の

販売と購入という形で取引をされていると、会計処理をされているというふうになってお

ります。 

 これについて、同時市場を入れる過程において、仮にプール市場のような形で全ての電力

取引を取引所を通じて行うというふうになった場合に、発電は取引所に対して電気を売り、

小売は取引所から電気を買うという形で物理的な電力の取引については市場と取引をする

という形になり、一方で相対取引については、市場価格との差額を決済するという形で、差

金決済をするという形になってくるというふうになることを想定した場合に、この差金決

算の部分については、物理的な電力とは別で、市場価格と一定の金額との差額だけを決済す

る形になりますので、この部分がデリバティブになってしまうのではないかということが

ご懸念としてあったというのが論点でございますので、この点について、どういうふうに海

外で取引されているかというのを調べてきたというところが、改めてリキャップなんです

けども、背景になります。 

 日本は、この点については、差金決算の部分だけ見ますと、やはりデリバティブの定義に

当たってしまうのではないかということでございますので、じゃあ、海外はどうなっている
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んですかというところがポイントになります。 

 下、調査結果というところに「米国会計基準」と「国際会計基準」と書かせていただいて

おります。日本はまだ、こういったグロスプール市場はありませんので、特別な規定がない

んですが、米国基準と国際会計基準においては、適用している国において、もしくは地域に

おいて、こういったような市場がございますので、どういうふうにやるのかということにつ

いて、ある程度のガイダンスはございました。 

 まず、米国基準についてですが、米国会計基準では相対取引に係る電力の授受がＩＳＯを

介して行われ、LＭＰと契約金額の差額を精算する場合、通常の購入販売として行われると。

デリバティブの適用除外として認められる可能性があると書かせていただいています。 

 これはもう端的に申し上げると、米国では特別な規定がございまして、こういったような

電力は市場を介するのだけども、差額決済をするような場合においては、デリバティブとし

ては扱わないことが認められる可能性があるということが規定されているということでご

ざいます。ここはちょっと特別な規定をわざわざこのために作っているような形で、例外的

な形の取扱いを認めているという形になっています。 

 ただ、なぜそれが認められるかという根拠が詳しく書いているわけではなくて、やはり実

務的なところに配慮したような形で、特別な規定があるのかなというふうに見えておりま

す。 

 一方では、国際会計基準のほうなんですけど、こちらは相対取引に係る電力の授受がグロ

スプール市場介して行われる場合、自己使用の例外は適用されず、デリバティブの適用除外

にならないとしていると書かれております。 

 これ、すなわち国際会計基準はもう原理原則どおりで、契約ごとに会計処理を検討します

から、電力の授受と、それから差金決済は別々で処理するということで、差金決算のところ

はデリバティブになる可能性が高いという形になるのかなと思っています。米国基準と国

際基準で泣き別れてしまっているという状況になっているのが実情でございます。 

 最後に、国際会計基準のところで、ただしという形で書かせていただいているものがござ

います。これは、今ご説明した内容を変更するものであったり、覆すものではないんですけ

ど、2024 年 12 月に、直近に電力の売買契約に関する解釈指針が一つ新しく出ましたので、

ちょっとご紹介ということで書かせていただいております。 

 こちら、まず少しだけややこしいんですが、背景をご説明させていただくと、国際会計基

準上、電力の売買をしている場合に、その買手側については自分で全ての電気を消化する場

合は普通の電力の購入という形で処理するんですけど、購入した側が活発な市場があると

いうことで、市況によっては転売するし、市況によっては自分で使うという形で、要はトレ

ーディングをしているような場合については、そもそも電力の購入契約自体を時価評価し

なさいというようなルールがございます。 

 こういった場合に、その自然変動電源、こういったものを全て自分で使うつもりで買って

いても、どうしても自分の需要とその発電量がマッチせずに余ってしまうということで売
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却することがございます。こういった場合もトレーディングですかということで、時価評価

を求められると困るというような声があったので、これについては、自然変動電源について

は、仮に余ってしまったものを売却するにしたとしても、全体として自己使用というか、自

分で電気を利用することを目的として買っている場合は、電力の購入として処理できると

いうことが書かれました。 

 これをなぜ紹介させていただきたかったかというと、国際会計基準も、こういう形で実務

的にいろいろ支障があるようなことがあった場合には議論が行われ、可能な範囲でそうい

う形で変更していくことがございますので、今後もグロスプール市場の取扱いについても

注視してまいりたいなというふうに考えているところでございます。 

 私からの説明は以上になりますので、続きまして資料７－２についてご説明させていた

だきます。 

○有限責任監査法人トーマツ（酒井） 

 私、監査法人トーマツの酒井と申します。 

 私のほうからは、米国における相対契約の形態についてというところでご報告をさせて

いただきます。 

 今、目次を投影させていただいておりますが、本資料は非常にコンパクトな内容となって

おりまして、米国における相対取引の仕組みについてご説明させていただくものですが、後

ほどのエネ庁様のご説明資料にも関連情報が載っていると思いますけれども、本調査の背

景としては、先ほど来、一部ご議論いただいている相対契約にひもづく電源を市場に入札さ

せる、そういった仕組みを検討するに当たって、米国の、特に自由化州の状況を調査したと

いうものでございます。 

 こちらのスライドですけれども、まずはＰＪＭの仕組みからのご紹介となります。 

 こちら、過去の同時市場検討会において、三菱総合研究所様からご紹介いただいた資料に

なっておりますが、ＰＪＭにおけるＩＢＴの取引構造を図示したものになっております。 

 ＰＪＭでは、売手と市場、買手と市場の金銭のやり取りをＩＢＴ料金により実質的に相殺

することで、最終的な精算は市場外の相対契約に基づき、買いから売手に直接支払われる金

額で固定化されるといったご説明が、過去の検討会でご説明があったかなというところで

ございます。 

 これはあくまで以前の調査結果ではございますけれども、弊社のほうでも、改めて調査を

進めたところ、ＣＡＩＳＯですとか、ＥＲＣＯＴにおいても、ＰＪＭと非常に似た仕組みが

導入されているといったところを確認しましたので、本日、ご共有させていただければなと

いうところになります。 

 上から順に、まずＣＡＩＳＯについてご紹介いたします。 

 ＣＡＩＳＯでは、Ｉｎｔｅｒ-ＳＣ Ｔｒａｄｅと呼ばれる相対契約の精算スキームとい

うものが整備されております。 

 ＣＡＩＳＯの市場では、Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｏｒが市場参加主
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体となっておりまして、例えば図に示しておりますとおり、Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ Ｃｏｏ

ｒｄｉｎａｔｏｒ Ａが管轄する発電設備とＳｃｈｅｄｕｌｉｎｇ Ｃｏｏｒｄｉｎａｔ

ｏｒ Ｂが管轄する小売事業との間で締結された相対契約の精算を、このＩｎｔｅｒ-ＳＣ 

Ｔｒａｄｅというものによって行うことができます。 

 スキームとしては、前のページのＰＪＭの図と非常によく似ておりまして、市場と参加者、

市場と市場参加者間の取引というものを相殺して、結果として当事者間での直接的な金銭

授受が残る、そういった構造になっているというところでございます。 

 続いて、ＥＲＣＯＴについてです。 

 こちらは、あくまでヒアリングに基づく情報ですが、発電事業者と小売電気事業者との間

の相対取引においては、ＩＳＯ、ここではＥＲＣＯＴを介する形で精算される必要があると

いうふうに伺っております。 

 ＥＲＣＯＴでも、ＰＪＭのＩＢＴですとか、ＣＡＩＳＯのＩｎｔｅｒ-ＳＣ Ｔｒａｄｅ

と同様に、市場を通じた取引を相殺しつつ、実質的には当事者間の契約に基づく支払を維持

するような、そういった構造になっているというふうに理解をしております。 

 このように、前回の三菱総研様の調査結果から一部追加更新された内容として、ＰＪＭの

ＩＢＴに類似した取引スキームがほかの自由化州でも導入されており、比較的一般的な制

度として運用されているという点が新たに確認できつつありますので、ぜひ今後の同時市

場に関する議論の中で、こういった海外事例も一つの参考情報としてお役立ていただけま

すと幸いでございますというところで、資料７－２のご説明を終了させていただきます。 

○長窪調整官 

 では、エネ庁の長窪のほうから、資料７－３について、ちょっとかいつまんでご説明をさ

せていただければと思います。 

 もともとどうしてこういう検討をやっているかというと、今現状、現行制度において、そ

の相対契約がある場合に、電源差替えというようなことをやっているので、同時市場になっ

ても同じようなことができたほうがよいのではないかということで検討しているというと

ころでございます。 

 これまで、相対契約がひもづく電源について、市場入札を必須とした場合には電源差替え

をするとデリバティブの問題が生じ得るというふうに言われていたわけでございますが、

要は先ほどもご説明があったとおり、電源差替えそのものがデリバティブになるというわ

けではなくて、その金融商品会計基準の下にくっついている実務指針において、デリバティ

ブの特徴のようなものが第６項で定められているわけですが、そこの特徴の中で、市場価格

と約定価格を契約上つくって、市場価格に対する約定価格というのを契約上定めて、その市

場価格と約定価格との間で差金決済をしていく取引というのは、デリバティブ取引の特徴

を有していると言えるのではないかというようなことが書いてあるものですから、そうす

ると、その市場入札を必須として、市場入札を必須とするというのはどういうことかという

と、発電事業者が市場に売り入札をして、小売事業者は市場に買い入札をして、それで、例
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えば市場価格が 10 円で、相対契約の価格が 12 円でしたというようなときには、発電事業

者は市場から 10円もらえますが、残り２円はもらえないので、それを小売からもらうみた

いな話になるわけでございまして、要はそういう場合には、相対契約が市場価格と、それか

ら約定価格との差金決済になるものですから、それでデリバティブになる可能性がござい

ますねというようなところでございます。 

 一方で、これも若干さっき例外ということでご紹介いただきましたが、日本の会計基準で

もデリバティブ取引の例外というのはあるということでございまして、それは、この参考と

してトーマツさんの資料を載せさせていただいておりますとおり、当初から現物を受け渡

すことが明らかな取引と、トレーディング目的以外の将来予測される仕入、売上、または商

品を目的として行われる取引で、当初から現物を受け渡すことは明らかなものは対象外と

いうことで、デリバティブ取引として処理しなくていいですよということになっています

ので、そうすると、今その市場を介して行われているような電力の取引であっても、現物を

受け渡すことが明らかなものというふうに言えるのであれば、例外に当たる可能性がある

というようなところだろうというふうに思っています。 

 問題は、その電源差替えをするというときに、最もシンプルなやり方としては何かという

と、その作業部会で提案をされていたのは、通常の売り入札と同じように、Ｔｈｒｅｅ－Ｐ

ａｒｔ Ｏｆｆｅｒを行う方法が最もシンプルじゃないかというふうに言われていたとい

うところでございます。 

 これは７ページの下の図に書いてあるとおりでございますが、要は発電事業者は普通に

Ｔｈｒｅｅ－Ｐａｒｔ Ｏｆｆｅｒで市場に電源を入札しますと。小売電気事業者は、これ、

市場渡しの相対契約ということにして、小売電気事業者は市場に買い入札を入れますとい

うことでございます。これで発電事業者のＴｈｒｅｅ－Ｐａｒｔ電源が約定すれば、めでた

しめでたしということでございまして、発電事業者が市場を通じて小売に渡したというふ

うに見なせばよろしいということでございます。 

 一方で、発電事業者の電源の限界費用が市場価格よりも高い場合には、発電事業者の電源

は約定しないわけですが、このとき小売は市場に対して買い入札を入れていますので、小売

は自分の分は調達できるというわけでございます。市場外の相対契約で差金決済にしてお

けば、このとき小売は自分が市場に払って、相対契約との差額を発電に払うということでご

ざいまして、これはいわゆる電源差替えが行われた場合と、経済的な効果としては全く一緒

ということになるということでございます。 

 ただ、経済的な効果としては全く一緒になるんですが、この右下の場合に何が問題になる

かというと、発電事業者は、このとき、基本的には供給をしないということになります。供

給はしないというとどういうことになるかというと、先ほどの、これは当初から現物を受け

渡すことが明らかな取引なのかという問題になるということでございます。 

 つまり発電事業者としては、相対契約を締結する時点で、絶対に自分の電気を渡すという

ふうに決めているわけではなくて、市場価格との関係で、自分の電源のほうが安い場合には
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自分の電源を渡します。それ以外のときは何もしないで差金決済をしますというような取

引になってしまうのだとすると、それはちょっとデリバティブの問題があるかもしれない

ということで、中間取りまとめの前に事務局からご提案をさせていただいたのが、こういう

場合には発電事業者の市場に入れた電源が約定しない場合には、発電事業者が市場から買

ってきたことにして、それを小売に供給するということにすれば、それはその発電事業者の

自分の電源が約定しない場合でも、現物取引であるという整理ができるので、問題がないと

いう整理ができるのではないでしょうかということでありました。 

 ただ、それもいろいろ考えると、契約上、結構難しいなとも思っておりまして、例えばこ

の８ページに書いてあるような図でございますけれども、右下の図、市場価格が８円の場合

の図を見ていただくと、発電事業者が自分の電源が回らなくて市場から買ってきた場合、こ

のとき普通に考えると、小売は小売で市場から買ってきてしまっているので、両方とも買い

が成立してしまっていて、両方のプレイヤーとも市場から電力を調達しているし、市場にお

金を払っているので、何か精算が難しいのではないかというような気もしないでもないと

いうところでございます。 

 これを回避するために、その発電事業者の自分の電源が約定しなくて、発電事業者が市場

から買ってきた状態になったときには、小売の買い入札は自動的にキャンセルしてしまっ

て、それで発電事業者が市場外で小売に電源を渡せばいいじゃないかというのも一案で、そ

ういうやり方も考えられるかなと思ったのですけれども、ただ、これはこれで、こうすると、

相対契約がどういうふうになるのかなと考えてみると、発電事業者は、自分の電源が約定し

た場合には市場渡しにして差金決済をします。発電事業者の電源が約定しなかった場合に

は、市場外で渡して固定価格にしますというような形になってしまって、ちょっと契約とし

てはやりにくいなということで、この発電事業者が市場から買ってくるパターンも、多分構

成によってはあり得るかなと今でも思ってはいるんですけれども、最もシンプルなやり方

とすると、ちょっと逆に煩雑になってしまうかなというふうに思っているところでござい

ます。 

 ということでございまして、アメリカの電力市場では、こういう市場取引と相対契約をう

まく両立する仕組みとしてＩＢＴというのがあるというのは、さっきご紹介いただいたと

おりですので、前回の検討会でＩＢＴを取り上げたときには、海外にはこういう仕組みがあ

りますねというふうに紹介しただけだったんですけれども、我々も、こういうことが同時市

場でも可能になるように検討してみてはどうかというのが今回の事務局のご提案というこ

とでございます。 

 ただ、もっとも、これを標準化しましょうとか、皆さんにこれを強制しますとかいう話で

はないと思っていて、こういうことをやりたい事業者ができるような仕組みを準備してお

くことでどうでしょうかというような、あくまでもそういうものということでございます。 

 念のため、ＩＢＴのイメージをもう一回だけ説明しますと、発電事業者は自分の電源は市

場に売ると。一方で、発電と小売というのは市場外で相対契約を締結しているということで
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ございます。発電事業者は、この相対契約で供給する分の電力は市場から買ってくると。そ

れを小売に受け渡すと。このとき、発電と小売との間では当然普通の相対契約ではあります

ので、差金決済みたいなことはしないということでございます。小売は、相対契約で調達を

受けた電力は市場に売却してしまって、自社の需要分については、市場から調達すると。こ

ういう取引をすることによって、その相対契約と市場取引を両立することができて、また自

然に電源差替えもできるということでございます。 

 ご説明は以上でございます。 

○金本座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、自由討議、質疑応答の時間に入らせていただきます。いつもどおり、会議室に

いらっしゃる方は名札を立てていただいて、ウェブの方は挙手ボタンでお願いをいたしま

す。ございますでしょうか。 

 野澤オブザーバー、お願いします。 

○野澤オブザーバー 

 会計の話、取りまとめていただいてありがとうございます。非常に分かりやすかったです。 

 ちょっとコメントしようか迷ったんですけど、事務局の資料７－３の２ページにあると

おり、非常に分かりやすくまとめていただいていると思っていて、あくまで本件は相対契約

において、特定電源がひもづいている場合に、差し替えたとき、現物の売りがなくなるので、

デリバティブ扱いになるおそれがあるゆえに、こういう検討をしていただいているという

ふうに理解しています。この点、差替えのときって、ＩＢＴが挙動すれば、デリバティブ扱

いにならないというふうに整理できるという示唆をいただいたというのは、非常に意味の

あるところなのかなというふうに思いました。 

 他方で、さっきも申し上げたんですが、相対契約においては、特定電源がひもづかないほ

うが結構多いかなという実態もあるので、ちょっと一応念のため確認したかったんですけ

れども、仮にこれ、最後に長窪さんに・・・いただきましたが、ＩＢＴが適用されないにし

ても、これは別に何か強制とかというわけではなくて、あくまでそういう手段があるという

だけで、全ての電源がひもづかない契約にも、これを適用するということではないという理

解をして、それでいいのかというところだけちょっと確認させていただきたかったです。 

 質問の意図なんですけど、ＩＢＴ方式は現状、卸取引においては一切こういうのを用いら

れていないです。これは釈迦に説法なんですけれども、現状このＢＧ渡しと、それからＪＥ

ＰＸ渡し、市場渡しというこの二つがもう圧倒的に大きくて、これがＩＢＴが出てくると、

やっぱり既存の契約の建てつけとかオペレーションにそれなりに影響すると思うので。特

に、ちょっと課題として二つあるなというふうに感じたことをシェアさせていただくんで

すけれども、１点目が与信の話。これ、取れる与信が多分一般的な市場渡しと比べると減る

かもというところと、２点目は、その精算のオペレーションがちょっと厄介になるなという

感覚を持ったので、一応実務的な観点をシェアさせていただきます。 



61 

 １点目は、先ほど長窪さんもおっしゃったとおり、12円と 10円の値差を精算するみたい

な話になると、要は２円分のクレジット与信だけ取ればいいということなので、売主からす

ると、一般的な市場渡しは結構取れる与信が大きくなるみたいな、そういう声がやっぱり多

いです。仮に特定電源がひもづく契約だとしても、やっぱり特に固定費とかを負担する長期

契約が増えると思うので、市場渡し、いわゆる値差だけやり取りできるほうが、売主として

は売れる量が増える可能性があるということです。 

 ＩＢＴの場合、映していただいている 10ページの②というところ。結果的に差し替えた

ときは、類似渡し的に、この契約価格の与信を取る必要があるということだとは思うので、

そういう意味で言うと、ちょっと与信評価に影響が出るかもというふうに感じました。 

 あと２点目、事後精算なんですけれども、これ、差し替えたときは、このまさにこのペー

ジ 10の②のような形で契約価格をやり取りするか、差し替えなかったときは、仮に市場渡

しにしていた場合は、値差だけをやり取りするというような事後の精算のようなことが走

ることになるので、ちょっと面倒だなというふうに感じたところはあります。 

 とはいえ、こういうラストリゾート的なＩＢＴみたいなものがあって、結果、それをやれ

ばデリーブ扱いにならないということには大きな意味があるのかなというふうに思いまし

たので、今回リサーチいただいたところというのは非常に感謝しているところです。 

 今、申し上げたような実態も踏まえて、今後、実務の観点も踏まえて、継続、検討いただ

ければというふうに思います。 

 以上になります。 

○金本座長 

 ありがとうございます。 

 ほか。石坂オブザーバー、お願いいたします。 

○石坂オブザーバー 

 東京ガス、石坂でございます。どうもご説明ありがとうございます。 

 私のほうからも、第６回の検討会で、このような検討を行ってほしいということを申し上

げまして、大変感謝しております。10 スライド目で示されたような方式が実際に整理され

れば非常にありがたいので、引き続き検討いただきたいと思います。 

 そこで、ちょっと１点、コメントなのですけれども、11 スライドの経済差替えの例を見

ると、発電が価格つき買い入札を行っているのと、小売の価格つき売り入札というのは、必

ず成り行きで、かつ売りと買いが必ずネッティングするとゼロという取引になるので、これ

は、取引上はこういうことをする必要があったとしても、ＳＣＥＤの処理上は、テクニカル

には、これ、両方省略できるのではないかというふうに思います。 

 現在でもＪＥＰＸにおいて、発電事業者が価格つきの買い入札を行っているケースとい

うのは、経済差替えがあると思われていて、これに該当するのだと思うので、これをもしや

られるならば、ＳＣＥＤの処理上は、その価格弾力性需要、先ほどの議題２に関連するので

すけれども、価格弾力性需要の計算負荷の問題というのは、実はかなり低減できるのではな
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いかというふうに考えておりますので、ご検討いただければと思います。 

 以上です。 

○金本座長 

 ありがとうございます。 

 そのほか、ございますでしょうか。 

 市村委員、お願いいたします。 

○市村（拓）委員 

 会計上の論点ということで分かりやすくまとめていただきまして、ありがとうございま

した。 

 私からは２点、コメントですね。 

 一つは感想主体なところではあるんですが、ﾋﾉさんにご説明いただいたところで、米国会

計基準と国際会計基準、こちらもやっぱり結構違いがあるという中で、やっぱり日本法の会

計基準というところだけではなくて、やっぱり国際会計基準をきちんと見ていかなければ

いけないと。制度設計の中では、そこも踏まえながら考えていかなければいけないというと

ころは、結構そこの点は設計上、留意しながら考えていくということは必要なのかなと。い

ろんなプレイヤーが今入ってきているところだと思うので、そういった中で見ていけば、や

はり国際会計基準を無視できないということなのかなというふうには理解しました。 

 あともう一点は、これは既にご認識いただいているところだと思うんですが、今回、会計

上の論点ということで説明いただいたということでありますが、これは商品先物取引法上

の論点というの、これも併せてあるということだと理解しています。 

 基本的には、会計の考え方とパラレルになるのかなというふうには思っておりますが、こ

れ、法律上、会計上、きちんと整理していくということかなというふうには思っております。 

 以上です。 

○金本座長 

 ありがとうございます。 

 そのほか、ございますでしょうか。 

 私のほうから１点、このＩＢＴは、私が調べたときは、相対の場合も売り入札が行われる

とされているのですが、反対売買が即座になされると。ただ、これは卸電力市場の価格で反

対売買があったりするわけではなくて、システム上、一応入れるんだけど、即座にＰＪＭが

入れた価格で反対売買をしたというふうに処理して、入札価格がなくなったことになると

いうことだと思いました。 

 ですから、これはシステム上の方便と見たほうがよくて、取りあえず相対契約で成立して

いる部分は、それをそれとして認める。認める手段が、システム上は、一旦普通の取引と同

じように価格を出したこととして、すぐに反対の取引をしたというふうに仮想して処理し

ているという、そんなことかなというふうに。そこの辺はもうちょっと詳しく調べておいて

いただければと思います。なぜそういうふうにしたのか、日本の人は、単に届出しているだ
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けだと思っているのですが、そうでない仕組みになっている理由は何なのかというところ

がよくわかりません。 

 あと、混雑料金とかロス料金とかは、皆さんご存じのとおり、これにかかわらず相対でも

払わなければいけないということが当然ありますので、そういう前提で考えていただきた

いと思います。 

 以上でございます。 

 それでは、事務局のほうから、コメント等がございましたらお願いいたします。 

○有限責任監査法人トーマツ（樋野） 

 市村委員にコメントいただいた件なんですけど、おっしゃっていただいたとおり、米国の

会社以外は大体国際会計基準なので、これを使っている会社さん、日本の会社でも結構多い

ので、これは無視できないというのはおっしゃるとおりなのと、あと日本基準がどうなるか

という話は、米国基準は特別な規定があるのでこういう形で取り扱っているので、日本の場

合、仮に特別な規定がない場合、どうしてもやっぱり原理原則でやっている国際会計基準の

ほうを参照しがちなので、これを踏まえた上で、今後もしこういう制度設計なされる場合に

は、ちょっと留意が必要かなというふうに思っているところでございます。 

○長窪調整官 

 エネ庁、長窪です。ありがとうございました。 

 まず最初に、石坂オブザーバーからいただいたコメントについては、私も同じような理解

をしておりまして、今、座長からご指摘いただいたので、もう少し調べないといけないかな

と思い直したところではあるのですが、このＩＢＴのイメージって、何か小売のところが肝

なのかなと思っていて、相対契約でもらったもの、小売は自分の需要に充てたっていいわけ

ですけど、これ、わざわざ市場に売り戻さなくてはいけなくて。ただ、それをやることによ

って市場から見ると、相対分が行って来いになりますから、普通に市場売買をやられたのと

同じようにＳＣＵＣを回せばいいんだろうなと思っていて、そういうメリットは確かにあ

るのかなと、これを見たときには思っていたので、石坂オブザーバーのご指摘のようなとこ

ろなのかしらと思っていたところではあります。 

 それはそれといたしまして、あと野澤オブザーバーからいただいた質問とコメントにつ

いては、おっしゃるとおりといいますか、申し上げましたとおり、これを強制するというこ

とでは全くなくて、こういう取引をしたい事業者がいる場合には、もちろんニーズをお聞き

してですけれども、そういうことができる仕組みというのも検討してはどうかというとこ

ろでございます。 

 また、こういう仕組みにすると、先ほども申し上げたと思いますが、この市場外の相対契

約が差金決済にならないものですから、そういう点で、ちょっとメリットがあるのかなとい

うふうに思っているところでございます。 

 それと市村委員におっしゃっていただいたとおり、これはおっしゃるとおりで商先法も、

もちろんデリバティブ取引の問題というのはあり得るわけでございまして、その点も含め
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て確認していく必要があるというふうに、事務局としても思っております。 

 以上でございます。 

○金本座長 

 ちょっと追加の話で、野澤オブザーバーの論点については、基本この話というよりは、ポ

ートフォリオ入札なのか、あるいは電源代入札なのかというところの差で、もっとある意味

深いと思います。基本は、アメリカは電源代入札ですので、そういうまとめて相対で売り買

いをした場合も、どの電源が売手の場に入っているというのはチェックされていて、その電

源単位でＩＳＯには届けているはずだと、そういったことかと思います。 

 それをどこまでやるかと、欧州の場合は、ポートフォリオ入札のまま同時市場をやりたい

みたいな人が多いらしいんですが、そこをどうやるかというところは論点になるわけです。 

 あともう一つ、ＰＤＦを調べていますと、差替入札は、買手側しかできないということに

なっています。この相対で出すと、相対が１組の入札者になると。買手側が代表するという

ふうに書いてあります。それで買手が差替入札をして、それが約定しますと、その相対入札

が落ちると、両方ゼロゼロになると。両方ゼロゼロになれば、別に相対入札でやり取りして

いる人たちはちゃらですから、何も損得なしと。生き残るのは買手の買い入札だけと。そう

いうふうなシステムで犠牲というか、うまく仕掛けをつくっているみたいであります。それ

も日本でどうするかというのは結構検討会で、いろいろな解決策はあるという感じでござ

います。 

 松村委員、どうぞ。 

○松村委員 

 ……申し訳ないのですけど、私、誤解していたような気がしていて。 

 これは相対契約が電源単位になっていなくても使えるものだと思っていたんです。ここ

に発電コストと一応書いてあるのだけど、経済差替えとかをしたい。これ以下の値段なら自

分のところを止めて、市場からやったほうがいいかなと、仮にそう思っている価格というの

を発電コストと独立にあったとしてもよい。そういう価格ある人で、相対契約ある人で、そ

れでも使えるというのを示してくださったと思っているので、これは相対契約が電気特定

しているかどうか関係なく使える制度だと、私は理解して聞いていました。ごめんなさい。

もしそれがすごい誤解だったとすれば、次の機会に、本当はこうですということをまた伺え

ればと思います。 

 時間がないときにごめんなさい。 

○金本座長 

 そこまでやっていると、ちょっと時間がなくなるかもしれないので。 

○長窪調整官 

 多分このスキーム自体は、恐らく電源特定しなくても、経済的には多分できるはずなんで

すけど、ちょっとそこは調べなければいけないと思っているんですが、座長がおっしゃった

とおり、ＰＪＭでは電源単位でユニット入札していて、これはまさに石坂さんがおっしゃっ
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たとおりで、電源とひもづけることによって、つまり外の相対契約を見ないでいい、その市

場に全部電源が入ってきたものをＳＣＵＣだけ回す仕組みでいいということになっていて、

そういうことをしたいんだったら、外で取引されるものと、その市場に入札された電源のひ

もづけというのはやらないとできないのかなというふうに思ったところではあります。 

○松村委員 

 差替えのときの電源を特定するだけなのではないかと思って。 

○長窪調整官 

 基本、差し替えるときに落ちる、止める電源は特定しないと困るということだけではあり

ます。その仕組みという以外に、意外に面倒な感じで。 

○金本座長 

 よろしゅうございますか。ほかにございますでしょうか。 

 少し時間が長引いてしまいまして申し訳ございません。自由討議、質疑応答はここまでと

させていただきます。皆様、活発なご議論ありがとうございました。 

 

３．閉会 

 

○金本座長 

 この検討会、いつも申し上げていることですが、今後の電力システムを支えていくため、

極めて重要ですので、引き続き議論を深めていきたいと思います。 

 これをもちまして、第 14回同時市場の在り方等に関する検討会を閉会させていただきま

す。本日はどうもありがとうございました。 


